
令和８年３月版

中国地域におけるSociety5.0の実現に向けた連携・協力会



【令和8年3月版】

No 担当省庁 事業名 No 担当省庁 事業名

1-1 総務省 地域社会DX推進パッケージ事業（地域のデジタル基盤の整備支援（補助）） 5-1 国土交通省 オーバーツーリズムの未然防止・抑制をはじめとする観光地の受入環境整備の促進

1-2 総務省 デジタルインフラ整備推進事業（高度無線環境整備推進事業） 5-2 国土交通省 地方誘客促進に向けたインバウンド安全・安心対策推進事業

1-3 総務省 携帯電話等エリア整備事業 5-3 国土交通省 全国の観光地・観光産業における観光DX推進事業

1-4 総務省 データセンター､海底ケーブル等の地方分散によるデジタルインフラ強靱化事業

1-5 総務省 安全性・信頼性を確保したデジタルインフラの海外展開支援事業

No 担当省庁 事業名

6-1 農林水産省 【農業生産基盤情報通信環境整備事業】

No 担当省庁 事業名 6-2 農林水産省 【鳥獣被害防止総合対策交付金】・鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進

2-1 総務省 地域情報化アドバイザー派遣制度（地域社会DX推進パッケージ事業）

2-2 総務省 地域社会DX推進パッケージ事業（先進的ソリューションの実用化支援（実証））

2-3 総務省 地域社会DXナビ No 担当省庁 事業名

7-1 経済産業省 【地域デジタル人材育成・確保推進事業】マナビDX（デラックス）

No 担当省庁 事業名

3-1 中小企業庁 【中小企業生産性革命推進事業】・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 No 担当省庁 事業名

3-2 中小企業庁 【中小企業生産性革命推進事業】・小規模事業者持続化補助金 8-1 総務省 実践的サイバー防御演習（CYDER）

3-3 中小企業庁 【中小企業生産性革命推進事業】・デジタル化・ＡＩ導入補助金 8-2 経済産業省 サイバーセキュリティお助け隊

3-4 中小企業庁 【中小企業生産性革命推進事業】・中小企業成長加速化補助金

3-5 中小企業庁 【中小企業省力化投資補助事業】・中小企業省力化投資補助金

No 担当省庁 事業名

9-1 厚生労働省 適正な労務管理下におけるテレワークの導入・定着の推進

No 担当省庁 事業名

4-1 国土交通省 交通DX・GXによる経営改善支援事業

4-2 国土交通省 「交通空白」解消タイプ（「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト） No 担当省庁 事業名

4-3 国土交通省 共同化・協業化促進タイプ（「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト） 10-1 総務省 革新的情報通信技術（Beyond 5G（6G））基金事業

4-4 国土交通省 地域交通DX推進タイプ（「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト） 10-2 総務省 電波資源拡大のための研究開発  持続可能な電波有効利用のための基盤技術研究開発事業（FORWARD）

4-5 国土交通省 自動運転社会実装推進事業 10-3 総務省 スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業

4-6 国土交通省 物流施設におけるDX推進実証事業

4-7 国土交通省 交通事業者の持続可能性を高めるためのDX・GX投資に対する金融支援

デジタル化支援事業一覧

⑥ 農 林 水 産

⑦ 教 育

⑧ セ キ ュ リ テ ィ

⑩ 研 究 開 発

⑨ テ レ ワ ー ク

① ネ ッ ト ワ ー ク ・ シ ス テ ム 整 備

② デ ジ タ ル 利 活 用 支 援

③ 中 小 企 業 支 援

④ 交 通 ・ 物 流

⑤ 観 光 ･ イ ン バ ウ ン ド



主な支援対象団体
キーワード

1-1

総務省
　地域通信振興課

中国総合通信局
　情報通信振興課

地域社会DX推進パッケージ事業（地
域のデジタル基盤の整備支援（補
助））

地方公共団体
民間企業

・地域課題解決
・整備支援等

8.8億円
(令和7年度補正予算)

地域社会DXを加速させ、強い地方経済の実現などにも貢献するため、デジタル人材/体制の確保支
援、AI・自動運転等の先進的ソリューションや先進的通信システムの実証支援、地域の通信インフラ
等整備の補助等の総合的な施策を通じて、デジタル実装の好事例を創出するとともに、効果的・効率
的な情報発信・共有等を実施することで、全国における早期実用化を促進。

〇事業概要：https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/digital_kiban/index.html

【令和８年度】
●補助事業
　令和8年1月30日（金）～令和8年2月27日(金)正午

1～5

1-2

総務省
　基盤整備促進課

中国総合通信局
　情報通信振興課

デジタルインフラ整備推進事業
（高度無線環境整備推進事業）

地方公共団体
電気通信事業者

・光ファイバ整備

31.1億円※
(令和7年度補正予算）

30.0億円※
(令和８年度予算（案)）

※デジタルインフラ整備推進事
業の内数

5G・IoT等の高度無線環境の実現に向けて、条件不利地域において、地方公共団体、電気通信事業
者等による、高速・大容量無線通信の前提となる伝送路設備等の整備を支援。具体的には、無線局
エントランスまでの光ファイバ等を整備する場合に、その整備費の一部を補助する。
また、離島地域において地方公共団体が光ファイバ等を維持管理する経費に関して、その一部を補
助する。

〇事業概要：https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/fees/purpose/koudo/index.htm

【令和８年度】
公募開始日：令和8年1月23日（金）
　第一次締切：同年2月13日（金）12：00（必着）まで
　第二次締切：同年3月27日（金）12：00（必着）まで
　第三次締切：同年5月29日（金）12：00（必着）まで

　※　第一次締切申請の案件から交付決定を行います。
　※　第二次締切及び第三次締切については、第一次締切又は第二次締切までの応募によ
り予算額に達すると見込まれる場合、以降の受付を行わないことがあります。
　※　応募多数の場合は、予算の範囲内で補助金額を調整する場合があるほか、令和7年度
補正予算での執行をお願いする可能性があります。
　※　離島伝送用専用線設備維持管理事業分については、実施期限が令和7年度から令和8
年度に延長されることを前提として、予算成立前に募集の手続きを行うものです。
　※　応募状況により上記締切以降も申請を受け付ける場合がありますが、都道府県及び市
町村による新規整備事業は、令和8年7月まで申請があった場合のみ受け付けます。

6～7

1-3

総務省
　移動通信課

中国総合通信局
　陸上課

携帯電話等エリア整備事業

地方公共団体
無線通信事業者、インフラシェアリン
グ事業者等

・基地局整備

29.9億円※
(令和8年度予算案)

31億円※
(令和7年度補正予算）

※デジタルインフラ整備推進事
業の内数

電波の利用に関する不均衡を緩和し、電波の適正な利用を確保するために、地理的に条件不利な地
域（過疎地、辺地、離島、半島など）において、地方公共団体や無線通信事業者等が携帯電話等の
基地局施設、伝送路施設を整備する場合又は高度化施設や基地局の開設に必要な伝送路施設を
整備する場合に、国がそれらの整備費用の一部を補助する。

（事業概要：https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/fees/purpose/keitai/）

未定 8

1-4

総務省
　データ通信課

中国総合通信局
　電気通信事業課

データセンター等の地方分散によるデ
ジタルインフラ強靱化事業

民間等事業者

・インフラ整備
・ネットワーク設備

1329億円
（R３補正：500億円、R5補正：
100億円、R6補正：120億円、R7
補正：400億円、R8当初（案）：
国庫債務負担行為総額209.4
億円）
【事業実施期間は、令和３年度
～ 同１１年度 （同１２年度は出
納整理年度）】

大規模震災の発生等が予測される我が国が、経済安全保障の観点等から、国内外のデータを「安
全・安心」に蓄積・処理できるデータ・ハブとなるため、事業者がデータセンター、海底ケーブル等のデ
ジタルインフラを整備する際の支援を行い、地方分散による強靱な通信ネットワーク拠点を整備す
る。

（事業概要：https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/digital_infrastructure/index.html）

未定
（公募は、基金設置法人である（一社）情報通信ネットワーク産
業協会が行います。）

9～10

1-5

総務省
　国際展開課

中国総合通信局
　情報通信連携推進課

安全性・信頼性を確保したデジタルイ
ンフラの海外展開支援事業

民間企業（通信事業者、ベンダー）等

・デジタルインフラ
・オープンRAN

0.27億円
(令和8年度予算案）

80.5億円
(令和7年度補正予算)

　デジタル技術を活用しグローバルな社会的課題を解決するとともに、経済安全保障の確保に資する
との観点から特に重要なシステム・サービスの海外展開について、調査事業・実証事業等の支援を
実施。

　ローカル・スタートアップ枠は、優れた技術を有するものの、経営資源（資金やスタッフ、ネットワーク
等）が少ない地方の企業・スタートアップ（ローカル・スタートアップ）のデジタルインフラの海外展開を
総務省が支援。
 総務省の他の海外展開施策と連携し、ローカル・スタートアップの海外展開をシームレスに支援

【参考_R7年度（地方枠）】
公募期間：令和7年4月23日（水）～同年5月23日（金）

11～12

※公募が開始された事業は、公募発表のURLを記載しています。
　公募開始前の事業は、概要図のURLのほか、事業関連の参考URLを記載しています。

※公募を行わない事業は「-」と記載しています。
※3月1日時点で公募中のものは赤字にしています。

デジタル化支援事業一覧
※事業の概要、予算規模等は現時点の内容を掲載しています。事業の詳細、公募期間につきましては、各担当省庁のホームページ等でご確認下さい。

① ネ ッ ト ワ ー ク ・ シ ス テ ム 整 備 【令和8年3月版】

No 担当省庁 / 地方窓口 事業名 予算規模 概要 公募期間 ページ



主な支援対象団体
キーワード

2-1

総務省
　地域通信振興課

中国総合通信局
　情報通信振興課

地域情報化アドバイザー派遣制度
（地域社会DX推進パッケージ事業）

地方公共団体
民間企業

・ICT利活用の相談
・アドバイザー派遣等

-

情報通信技術（ICT）やデータ活用を通じた地域課題解決に精通した専門家に「地域情報化アドバイ
ザー」を委嘱し、地方公共団体等からの求めに応じて派遣することで、ICT利活用に関する助言等を
行う。
〇制度概要：https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/digital_kiban/index.html
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/manager.html

【令和８年度】
令和８年4月以降、募集予定

（参考）
令和７年度は令和７年4月から同年12月まで募集を実施
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2-2

総務省
　地域通信振興課

中国総合通信局
　情報通信振興課

地域社会DX推進パッケージ事業（先
進的ソリューションの実用化支援（実
証））

地方公共団体
民間企業

・地域課題解決
・実証事業

129.3億円の内数
(令和7年度補正予算）

地域社会DXを加速させ、強い地方経済の実現などにも貢献するため、デジタル人材/体制の確保支
援、AI・自動運転等の先進的ソリューションや先進的通信システムの実証支援、地域の通信インフラ
等整備の補助等の総合的な施策を通じて、デジタル実装の好事例を創出するとともに、効果的・効率
的な情報発信・共有等を実施することで、全国における早期実用化を促進。

〇事業概要：https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/digital_kiban/index.htmll

【令和8年度】
・先進的通信システム活用タイプ
　1次公募：令和8年3月上旬を予定。
　2次公募：令和8年5月中旬を予定。
・地域共有型エッジAI実証タイプ
　令和8年7月上旬に公募予定。
・自動運転レベル４検証タイプ
　令和8年2月中旬に公募予定。

14～25

2-3

総務省
　地域通信振興課

中国総合通信局
　情報通信振興課

地域社会DXナビ

地方公共団体
民間企業

・地域課題解決
・DX推進支援等

-

地方公共団体のデジタル実装において、①知見・ノウハウ等の情報不足、②各種情報の分散が課題
であり、その解決のため、各地域におけるDX事例の成功要因、効果、課題等の調査を行い、情報を
一元的に提供するポータルを構築。
「地域社会DXに取り組む企業と地方公共団体の情報探索をナビゲートするプラットフォーム」に。

〇ポータルサイト：https://dx-navi.soumu.go.jp/

－ 26

※公募が開始された事業は、公募発表のURLを記載しています。
　公募開始前の事業は、概要図のURLのほか、事業関連の参考URLを記載しています。

※公募を行わない事業は「-」と記載しています。
※3月1日時点で公募中のものは赤字にしています。

ページ

デジタル化支援事業一覧
※事業の概要、予算規模等は現時点の内容を掲載しています。事業の詳細、公募期間につきましては、各担当省庁のホームページ等でご確認下さい。

② デ ジ タ ル 利 活 用 支 援 【令和8年3月版】

No 担当省庁 / 地方窓口 事業名 予算規模 概要 公募期間



主な支援対象団体
キーワード

3-1

中小企業庁
　経営支援部イノベーションチーム

中国経済産業局
  経営支援課

【中小企業生産性革命推進事業】
・ものづくり・商業・サービス生産性向
上促進補助金

中小企業・小規模事業者

・設備導入、システム導入
・DX、GX
・グローバル市場開拓

生産性向上や持続的な賃上げに向けた新製品・新サービスの開発に必要な設備投資等を支援。
【製品・サービス高付加価値化枠】
　補助上限額：750～2,500万円
　補助率：1/2（最低賃金引上げ特例事業者 2/3）,小規模・再生2/3
【グローバル枠】
　補助上限額：3,000万円
　補助率1/2（最低賃金引上げ特例事業者 2/3）,小規模2/3

　大幅な賃上げに取り組む事業者への支援：補助事業終了後、3～5年で大幅な賃上げに取り組む事
業者に対し、100万円～1,000万円を各枠の補助上限額に上乗せ

（https://portal.monodukuri-hojo.jp/）

【第23回公募】
　申請受付開始：令和8円4月3日(金)
　申請受付締切：令和8年5月8日(金)
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3-2

中小企業庁
　小規模企業振興課

中国経済産業局
  中小企業課

【中小企業生産性革命推進事業】
・小規模事業者持続化補助金

小規模事業者

・設備導入
・システム導入
・販路開拓
・DX

小規模事業者が商工会・商工会議所の助言や指導等を受けて作成した経営計画に基づいて行う販路開拓
等の取り組みを支援。(https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/jizokuka.html)
【一般型】
○通常枠　（ 経営計画を作成し販路開拓等に取り組む小規模事業者 ）
　　　補助上限額：50万円（インボイス特例は50万円上乗せ、賃金引上げ特例は150万円上乗せ）
　　　補助率　　　：2/3（賃金引上げ特例活用事業者のうち赤字事業者は3/4）
○災害支援枠　（ 令和6年能登半島地震等における被災小規模事業者 ）
　　　補助上限額：200万円（直接被害）、100万円（間接被害） 　補助率：2/3
【創業型】
　産業競争力強化法に基づく「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者
補助上限額：200万円　、　補助率：2/3
【共同・協業型】
　地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関が地域振興等機関となり、参画事業者である10以上の
小規模事業者の販路開拓を支援。（https://r6.kyodokyogyohojokin.info/）
　　補助上限額：5,000万円　、　補助率：定額（地域振興等機関）、2/3（参画事業者）
【ビジネスコミュニティ型】
　商工会・商工会議所の内部組織等（青年部、女性部等）
　　補助上限額：50万円（2以上の補助対象者が共同で実施する場合は100万円）　補助率：定額

【一般型（通常枠：第19回）】
　申請受付開始：令和8年3月6日(金)
　申請受付締切：令和8年4月30日(木)

【一般型（災害支援枠：第9回）】
　申請受付開始：令和8年1月23日(金)
　申請受付締切：令和8年3月31日(火)

【創業型（第3回）】
　申請受付開始：令和8年3月6日(金)
　申請受付締切：令和8年4月30日(木)

【共同・協業型（第2回）】
　申請受付開始：令和8年1月16日(金)
　申請受付締切：令和8年2月27日(金)

【ビジネスコミュニティ型】
　未定
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3-3

中小企業庁
　経営支援部イノベーションチーム

中国経済産業局
  デジタル経済課

【中小企業生産性革命推進事業】
・デジタル化・ＡＩ導入補助金

中小企業・小規模事業者・支援機関

・ITツール・システム導入
・DX

中小企業等の労働生産性向上を目的に業務効率化やDX等に向けたITツールの導入を支援。
【通常枠】
　[活用イメージ] ＩＴツールを導入して、業務効率化やDXを推進。
　　補助上限額：5 ～ 450万円　、　補助率：1/2 （最低賃金近傍事業者 2/3 ）
【複数社連携デジタル化・AI導入枠】
　[活用イメージ] 商店街など、複数の中小企業・小規模事業者で連携してITツール等を導入。
　　補助上限額：3,000万円（インボイス枠対象経費＋50万円×参加事業者数）、200万円（事務費等）
補助率　　　：1/2、2/3、3/4、4/5 （対象経費による）
【インボイス枠（インボイス対応類型）】
　[活用イメージ] ITツール等を導入してインボイス制度に対応。
　　補助上限額： ～ 350万円　、　補助率：1/2,、2/3、 3/4、4/5 （対象経費による）
【インボイス枠（電子取引類型）】
　[活用イメージ] 発注者主導で取引先のインボイス対応を促す。
　　補助上限額： ～ 350万円　、　補助率：2/3 （中小企業）、1/2 （大企業）
【セキュリティ対策推進枠】
　[活用イメージ] サイバーセキュリティ対策を支援（IPAの「サイバーセキュリティお助け隊サービス」の
利用料を支援）。
　　補助上限額：5万～150万円　、　補助率：1/2 （中小企業）、 2/3 （小規模事業者）
(https://it-shien.smrj.go.jp/)

公募申請受付開始：令和8年3月30日(月)
公募申請受付締切：各枠について以下のとおり。
　【通常枠】
　【インボイス枠（インボイス対応類型）】
　【インボイス枠（電子取引類型）】
　【セキュリティ対策推進枠】
　　1次締切：令和8年5月12日(火)
　　2次締切：令和8年6月15日(月)
　　3次締切：令和8年7月21日(火)
　　4次締切：令和8年8月25日(火)

　【複数社連携デジタル化・AI導入枠】
　　1次締切：令和8年6月15日(月)
　　2次締切：令和8年8月25日(火)
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3-4

中小企業庁
　経営支援課

中国経済産業局
  地域経済課

【中小企業生産性革命推進事業】
・中小企業成長加速化補助金

中小企業

・設備導入、システム導入

売上高100億円を目指す成長指向型の中小企業の大胆な設備投資を支援。

　補助上限額：5億円
　補助率　　　：1/2
　実施期間　 ：交付決定日から24か月以内
　補助事業の要件：①投資額1億円以上
　　　　　　　　　 　　 ②「売上高100億円を目指す宣言」を行っていること
　　　　　　　　　  　　③その他、賃上げ要件など
　補助対象経費：建物費、機械装置等費、ソフトウェア費、外注費、専門家経費
（https://growth-100-oku.smrj.go.jp/）

【２次公募】
申請受付開始：令和8年2月24日(火)13：00
申請受付締切：令和8年3月26日(木)15：00
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3-5

中小企業庁
　経営支援部イノベーションチーム

中国経済産業局
  経営支援課

【中小企業省力化投資補助事業】
・中小企業省力化投資補助金

中小企業

・人手不足
・省力化、自動化、高度化
・ＤＸ
・設備導入、システム導入

2，960億円の内数
(中小企業等事業再構築促進基
金を活用　令和7年に再編)

中小企業等が売上拡大や生産性向上のために行う省力化投資を支援。

【カタログ注文型】
　人手不足解消に効果がある汎用製品をカタログから選択・導入することによる簡易で即効性がある
省力化投資。
　　補助上限額：500～1,000万円
　　補助率　　　：1/2
【一般型】
　業務プロセスの自動化・高度化、ロボット生産プロセスの改善、ＤＸ等の個別の設備や事業内容に合
わせた設備導入・システム構築等による多様な省力化投資。
　　補助上限額：750～8,000万円
　　補助率　　　：1/2（最低賃金引上げ特例事業者 2/3）、小規模・再生2/3

※大幅賃上げを行う場合は、250万円～2,000万円を各枠の補助上限額に上乗せ。
（https://shoryokuka.smrj.go.jp/）

【カタログ注文型】
随時受付中

【一般型（第5回）】
申請受付開始：令和8年2月2日(月)
申請受付締切：令和8年2月27日(金)
採択発表日：未定
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※公募が開始された事業は、公募発表のURLを記載しています。
　公募開始前の事業は、概要図のURLのほか、事業関連の参考URLを記載しています。

※公募を行わない事業は「-」と記載しています。
※3月1日時点で公募中のものは赤字にしています。

ページ

3,400億円の内数
(令和7年度補正予算)

※ものづくり・商業・サービス生
産性向上促進補助金について
は令和6年度補正予算3,400億

円の内数

デジタル化支援事業一覧
※事業の概要、予算規模等は現時点の内容を掲載しています。事業の詳細、公募期間につきましては、各担当省庁のホームページ等でご確認下さい。

③ 中 小 企 業 支 援 【令和8年3月版】

No 担当省庁 / 地方窓口 事業名 予算規模 概要 公募期間



主な支援対象団体
キーワード

4-1

国土交通省

中国運輸局
　計画課、旅客第一課、旅客第二
課、旅客課

交通DX・GXによる経営改善支援事業

公共交通事業者等

・キャッシュレス決済
・運行管理システム
・配車アプリ

経営効率化・経営力強化を図るため、地域の交通事業者による地域交通のDX・GX等を通じた利便
性、生産性向上に資する取組を支援。新たな決済手段の導入、乗降データ収集による効率的運行、
AIオンデマンド交通、GTFSによるバス情報標準化、運行管理システム・配車アプリの導入等を支
援。

補助率：１／２～１／３

令和8年4月以降（予定）
【採択時期目安：令和8年5月以降】
※事前に要望調査を実施する場合があります。
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4-2

国土交通省

中国運輸局
　交通企画課

「交通空白」解消タイプ（「交通空白」
解消等リ・デザイン全面展開プロジェ
クト）

地方公共団体
公共交通事業者等
（交通分野以外の事業者も含む）

・AIオンデマンド交通
・運行管理システム
・配車アプリ

全国に約2,500存在する「交通空白」解消に目処をつけるため、公共ライドシェア・デマンド交通・乗合
タクシー等の導入や、医療・福祉・教育等の他分野の関係者が連携して移動手段を支える仕組みの
構築を調査から実証運行までトータルで支援

補助率：500万円まで定額、500万円を超える部分は２／３（上限１億円）

令和8年3月以降（予定）
【採択時期目安：令和8年5月以降】
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4-3

国土交通省

中国運輸局
　交通企画課

共同化・協業化促進タイプ（「交通空
白」解消等リ・デザイン全面展開プロ
ジェクト）

地方公共団体
公共交通事業者等
（交通分野以外の事業者も含む）

・AIオンデマンド交通
・運行管理システム
・配車アプリ

複数の地方公共団体や交通事業者、施設等への運送サービス提供者による地域旅客運送サービ
スの共同化・協業化等も通じた連携の取組により、共同で路線バス・乗合タクシー・公共ライドシェア
等の運送を実施する事業を調査から実証運行までトータルで支援

補助率：1,000万円まで定額、1,000万円を超える部分は２／３（上限1億2,000万円）

令和8年3月以降（予定）
【採択時期目安：令和8年5月以降】
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4-4

国土交通省

中国運輸局
　交通企画課

地域交通DX推進タイプ（「交通空白」
解消等リ・デザイン全面展開プロジェ
クト）

地方公共団体
システムベンダー等
（交通分野以外の事業者も含む）

・MaaS

事業者・事業種の連携・協働により複数のモビリティデータの統合及び活用や国の定める標準仕様
に基づくシステム統合、標準業務モデルの導入など、デジタル技術を活用した高度サービスの実装
を支援

補助率：地方公共団体の規模に応じて１／２～２／３（上限１億円）
　　　　　※人口10万人未満の自治体は500万円まで定額

https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000500.html

令和8年2月13日～3月6日
【採択時期目安：令和8年4月以降】
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4-5

国土交通省

中国運輸局
　技術課、交通企画課

自動運転社会実装推進事業

地方公共団体
地方公共団体を代表団体とするコン
ソーシアム

・自動運転

地域づくりの一環として行うバス・タクシーサービス等について、地方公共団体が実施する社会実装
に向けた自動運転の取り組みを支援。補助対象経費は、車両購入費、車両改造費、自動運転シス
テム構築費等。

補助率：４／５（上限４億円（一般支援：２億円））

令和8年2月下旬以降（予定）
【採択時期目安：令和8年4月以降】
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4-6

国土交通省

中国運輸局
　環境・物流課

物流施設におけるDX推進実証事業

物流関係事業者等

・システム構築
・施設の省人化
・業務効率化

1,550百万円の内数
（令和7年度補正予算）

中小物流事業者における業務効率化や働き方改革など物流施設におけるDXの強力な推進を図る
ため、システムや機器の導入による自動化・機械化・デジタル化の取組を支援。補助対象経費は、
システム構築・連携と自動化・機械化機器の導入を同時に行う場合の費用。

補助率：１／２（上限：①物流施設におけるシステム構築・連携事業2,000万円、②物流施設における
自動化・機械化事業3,000万円　※申請時と比較して、事業場内の最低賃金を３％以上又は45円以
上増加させることを補助事業期間終了時点で達成する見込みの事業計画を策定した事業者は、補
助上限が①は2,200万円、②は3,300万円となる。）

令和8年5月下旬以降（予定）
【採択時期目安：令和8年7月以降】
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4-7

国土交通省

中国運輸局
　交通企画課

交通事業者の持続可能性を高めるた
めのDX・GX投資に対する金融支援

公共交通事業者等

・財政投融資
・AIオンデマンド交通
・キャッシュレス決済

135億円
（令和8年度予算）

DXやGXを通じたサービスの効率化・高度化によある利便性の向上と、事業者の生産性の向上によ
る経営力の強化を図るため、財政投融資制度の活用により投資の促進を図るもの。（独）鉄道・運輸
機構を通じた金融支援を実施。AIオンデマンド交通の導入、路線バスや鉄道へのャッシュレス決済
システムの大規模導入、定期券購入のオンライン化等の交通DXの支援を想定。

随時
※公募期間は定めていませんが、金融審査等に一定程度時間を要するこ
とから、お早めに御相談ください。
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※公募が開始された事業は、公募発表のURLを記載しています。
　公募開始前の事業は、概要図のURLのほか、事業関連の参考URLを記載しています。

※公募を行わない事業は「-」と記載しています。
※3月1日時点で公募中のものは赤字にしています。

ページ

352億円の内数
（令和7年度補正予算）

205億円の内数
（令和8年度予算）

デジタル化支援事業一覧
※事業の概要、予算規模等は現時点の内容を掲載しています。事業の詳細、公募期間につきましては、各担当省庁のホームページ等でご確認下さい。

④ 交 通 ・ 物 流 【令和8年3月版】

No 担当省庁 / 地方窓口 事業名 予算規模 概要 公募期間



主な支援対象団体
キーワード

5-1

観光庁
　参事官

　（外客受入担当）

中国運輸局
　観光部観光地域振興課

オーバーツーリズムの未然防止・抑
制をはじめとする観光地の受入環境
整備の促進

・地方公共団体
・観光地域づくり法人（DMO）
・民間事業者　等

・オーバーツーリズム対策
・観光地のICT化
・訪日外国人受入

100億円の内数
(令和8年度予算)

地域における観光課題の未然防止・抑制に向けて、地域の様々な方々が取り組む面的なソフト・
ハードの取組を包括的に支援する。

○　入場数規制・入場料徴収に係る整備、事前予約システムの整備、マナー啓発物の作成、デジタ
ルサイネージの設置、トイレ整備、ICTを活用したゴミ箱の整備、手ぶら観光サービスの普及・浸透に
向けた実証・整備　等

　公募期間：令和8年2月25日～5月29日12:00まで
※事前着手届出制度を活用する場合：令和8年4月17日12：00まで 37

5-2

観光庁
　参事官
　（外客受入担当）

中国運輸局
　観光部観光地域振興課

地方誘客促進に向けたインバウンド
安全・安心対策推進事業

①
・地方公共団体
②
・観光施設等の設置又は管理者
・観光地における事業所等の運営者
③
・病院等の設置又は管理者

・訪日外国人受入
・災害対応
・多言語対応

8.8億円
(令和7年度補正予算)

訪日外国人旅行者受入環境整備に積極的に取り組む地域において、観光施設等における「避難所
機能」や「多言語対応機能」を強化するため、下記のような整備にかかる支援を行う。

① 地域における観光危機管理計画の策定補助
観光危機管理計画策定・改定に向けた現地調査、観光危機管理に関する計画に基づく訓練　等

②　観光施設等の避難所機能・多言語対応機能強化
トイレの洋式化、非常用電源装置、翻訳機能付拡声器、多言語対応ＡＥＤ　等

③　医療機関の訪日外国人患者受入機能強化
多言語案内・翻訳システム機器、キャッシュレス決済環境の整備、スタッフ研修　等

https://www.mlit.go.jp/kankocho/kobo08_00055.html

　公募期間：令和8年2月2日～9月25日まで
※予算が無くなり次第終了 38

5-3 観光庁
　観光産業課

全国の観光地・観光産業における観
光DX推進事業

①②
・地方公共団体
・観光地域づくり法人（DMO）
・民間事業者　等

③④
民間事業者（コンソーシアム）

・ＤＸ
・データ活用

12億円
(令和7年度補正予算)

観光地・観光産業が抱える課題の解決に向けて、全国の観光地のコンテンツの販路拡大・観光産業の生産
性向上に資するデジタルツールの導入支援や、データを活用した地域活性化モデルの構築等を実施する。

① 観光地のコンテンツの販路拡大・観光産業の生産性向上等に向けた支援
観光地のコンテンツの販路拡大・マーケティング強化やレベニューマネジメント推進等による観光産業の収
益・生産性向上に向けた地域一体でのデジタルツール導入を支援。

② 専門人材による伴走支援
DX活用に向けた計画策定、デジタルツールの導入、導入後の活用等において、持続可能な観光地域づくり
に向けたDX専門人材による伴走支援を実施。

③ データ活用による観光課題解決と消費拡大モデルの創出
地方誘客、オーバーツーリズム対策、インバウンド消費拡大、防災・減災等が課題とされている観光地・観
光産業において、これらの課題をデータ活用により解決し、消費拡大との両立を目指すモデルを創出する。

未定 39

※公募が開始された事業は、公募発表のURLを記載しています。
　公募開始前の事業は、概要図のURLのほか、事業関連の参考URLを記載しています。

※公募を行わない事業は「-」と記載しています。
※3月1日時点で公募中のものは赤字にしています。

デジタル化支援事業一覧
※事業の概要、予算規模等は現時点の内容を掲載しています。事業の詳細、公募期間につきましては、各担当省庁のホームページ等でご確認下さい。

⑤ 観 光 ･ イ ン バ ウ ン ド 【令和8年3月版】

ページNo 担当省庁 / 地方窓口 事業名 予算規模 概要 公募期間



主な支援対象団体
キーワード

6-1

農林水産省

中国四国農政局
　地域整備課

【農業生産基盤情報通信環境整備事
業】

地方公共団体
土地改良区等

・調査計画策定
・施設整備

6.55億円
(令和8年度予算)

人口減少、高齢化が進行する農村地域において、農業水利施設等の農業農村インフラの管理の省
力化・高度化やスマート農業の実装を図るとともに、地域活性化を促進するため、情報通信環境の
整備を支援します。

(参考：https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r8yokyu_pr63.pdf)

各県を通じて事業実施要望を調査 40

6-2

農林水産省

中国四国農政局
　農村環境課

【鳥獣被害防止総合対策交付金】
・鳥獣被害防止対策とジビエ利活用
の推進

地域協議会等

・鳥獣被害対策

99.00億円
(令和8年度予算)

鳥獣被害の防止に向け、地域ぐるみの捕獲活動、ＩＣＴを活用した被害対策の定着、侵入防止柵の
整備及び機能強化等を支援。

(参考：https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/yosan/attach/pdf/yosan-203.pdf)

各県を通じて要望量調査を実施 41～45

※公募が開始された事業は、公募発表のURLを記載しています。
　公募開始前の事業は、概要図のURLのほか、事業関連の参考URLを記載しています。 ※公募を行わない事業は「-」と記載しています。

※3月1日時点で公募中のものは赤字にしています。

デジタル化支援事業一覧
※事業の概要、予算規模等は現時点の内容を掲載しています。事業の詳細、公募期間につきましては、各担当省庁のホームページ等でご確認下さい。

⑥ 農 林 水 産 【令和8年3月版】

No 担当省庁 / 地方窓口 事業名 予算規模 概要 公募期間 ページ



主な支援対象団体
キーワード

7-1

経済産業省
　商務情報政策局

　情報技術利用促進課

中国経済産業局
  デジタル経済課

【地域デジタル人材育成・確保推進事
業】
・マナビDX（デラックス）

中小企業

・デジタル人材
・DX

87億円の内数
(令和8年度予算)

マナビDX（デラックス）では、DXを推進する人材に必要な様々なスキルが学べる講座をご用意。

（https://manabi-dx.ipa.go.jp/）
随時受講可能 46

※公募が開始された事業は、公募発表のURLを記載しています。
　公募開始前の事業は、概要図のURLのほか、事業関連の参考URLを記載しています。

※公募を行わない事業は「-」と記載しています。
※3月1日時点で公募中のものは赤字にしています。

デジタル化支援事業一覧
※事業の概要、予算規模等は現時点の内容を掲載しています。事業の詳細、公募期間につきましては、各担当省庁のホームページ等でご確認下さい。

⑦ 教 育 【令和8年3月版】

No 担当省庁 / 地方窓口 事業名 予算規模 概要 公募期間 ページ



主な支援対象団体
キーワード

8-1

総務省
　サイバーセキュリティ統括官室

中国総合通信局
　サイバーセキュリティ室

実践的サイバー防御演習（CYDER）

民間・地方公共団体等

・演習
・インシデント対処能力の向上

15.49億円の内数
（令和8年度予算案)

総務省が、国立研究開発法人　情報通信研究機構（NICT）を通じて実施している、国の機関や地方
公共団体、重要インフラ事業者等の情報システム担当者を対象とした体験型の実践的サイバー防
御演習で、全都道府県で年間100回、3,000名規模で実施。
受講者は、組織のネットワーク環境を模した大規模仮想LAN環境下で、実機の操作をしながら、サイ
バー攻撃によるインシデントの検知から対応、報告、回復までの一連の対処方法を体験。
初級レベルのAコース、中級レベルのBコース、セキュリティ専門担当者を対象とした準上級レベルの
Cコースに加え、オンライン実践コース※1を実施。

※1 実機の操作やグループディスカッションを伴う、対面演習と同等の受講効果を得られるオンライ
ン演習
※2 国の機関等は受講無料。地方公共団体はAコースを除き有料。民間企業は全て有料。

（参加申込等：https://cyder.nict.go.jp/)

【参考_R7年度】
・集合演習
　令和7年7月から全国各都道府県において順次開催
　　7月～9月開催分は5月13日から受講申込受付
　　10月～1月開催分は7月30日から受講申込受付

・プレCYDER
 （1期：ケーススタディ）：R7年5月20日～8月5日
 （2期：ケーススタディ）：R7年9月2日～11月14日
 （3期：ドリル）　 　 　　：R7年11月17日～R8年1月30日

47～50

8-2

経済産業省
　商務情報政策局

　サイバーセキュリティ課

中国経済産業局
  デジタル経済課

　サイバーセキュリティお助け隊
中小企業等

サイバーセキュリティ

60億円の内数
(令和8年度予算)

「サイバーセキュリティお助け隊サービス」とは、中小企業に対するサイバー攻撃への対処として不
可欠なサービスをワンパッケージにまとめた、民間の事業者から提供されるサービス

・「サイバーセキュリティお助け隊」
https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/otasuketai/index.html

随時受付 51

※公募が開始された事業は、公募発表のURLを記載しています。
　公募開始前の事業は、概要図のURLのほか、事業関連の参考URLを記載しています。

※公募を行わない事業は「-」と記載しています。
※3月1日時点で公募中のものは赤字にしています。

デジタル化支援事業一覧
※事業の概要、予算規模等は現時点の内容を掲載しています。事業の詳細、公募期間につきましては、各担当省庁のホームページ等でご確認下さい。

⑧ セ キ ュ リ テ ィ 【令和8年3月版】

No 担当省庁 / 地方窓口 事業名 予算規模 概要 公募期間 ページ



主な支援対象団体
キーワード

9-1

厚生労働省

広島労働局
　雇用環境・均等室

適正な労務管理下におけるテレワー
クの導入・定着の推進

中小企業事業主

・テレワーク導入等支援

1.4億円
(令和8年度当初予算
案)

適正な労務管理下におけるテレワークを導入し、実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理
改善等の観点から効果を上げた中小事業主に対し助成金を支給し、支援を行う。

・人材確保等支援助成金（テレワークコース）
【新規導入企業】　20万円
○テレワーク制度導入要件
・就業規則におけるテレワーク制度の整備
・労働者及び事業主に対するテレワークに関する労務管理の研修の実施
○テレワーク実績基準
・評価期間（３か月）に一定回数以上対象労働者全員がテレワークを実施する　又は
・評価期間（３か月）に対象労働者がテレワークを実施した回数の週平均を１回以上とする
【テレワーク導入済み企業】
○テレワークの実施拡大に関する要件
・就業規則の見直し等のテレワーク制度の拡充（そのためのコンサルティングを含む）
・労働者及び事業主に対するテレワークに関する労務管理の研修の実施
○テレワーク実績基準
・評価期間（３か月）における延べテレワーク実施人数を評価期間前の実績値から25％以上増加

【目標達成助成】　10万円（※賃上要件達成時15万円）
制度導入後、離職率及びテレワーク実績基準の全てを満たした事業主に支給
　（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/telework_zyosei_R3.html）

【支給申請】
　制度導入助成は、評価期間（制度導入助成）の末日の翌日か
ら起算して２か月以内
　※目標達成助成は、左記厚生労働省ホームページでご確認く
ださい。

52～53

※公募が開始された事業は、公募発表のURLを記載しています。
　公募開始前の事業は、概要図のURLのほか、事業関連の参考URLを記載しています。

※公募を行わない事業は「-」と記載しています。
※3月1日時点で公募中のものは赤字にしています。

デジタル化支援事業一覧
※事業の概要、予算規模等は現時点の内容を掲載しています。事業の詳細、公募期間につきましては、各担当省庁のホームページ等でご確認下さい。

⑨ テ レ ワ ー ク 【令和8年3月版】

No 担当省庁 / 地方窓口 事業名 予算規模 概要 公募期間 ページ



主な支援対象団体
キーワード

10-1

総務省
　技術政策課

中国総合通信局
　情報通信連携推進課

民間企業・研究機関・大学等

・Beyond5G
・研究開発支援

150億円(令和7年度）

（電波利用料財源）

239億円(令和7年度補正）
（うち、電波利用料財源

9,500百万円）

115億円（令和8年度予算

案)（電波利用料財源）

・2030年代の導入が見込まれる次世代情報通信インフラBeyond 5Gについて、国際競争力の強化や
経済安全保障の確保を図るため、我が国発の技術を確立し、社会実装や海外展開を目指す。
・国立研究開発法人 情報通信研究機構（NICT）に設置された研究開発基金を活用し、Beyond 5Gの
重点技術等について、民間企業や大学等による研究開発・国際標準化を支援する。
　※電波利用料財源による予算については、電波の有効利用に資する技術の研究開発に充てる。

（参考：https://b5g-rd.nict.go.jp/aboutfund/）

未定 54

持続可能な電波有効利用のための基
盤技術研究開発事業（FORWARD）

民間企業・研究機関・大学等

・電波有効利用
・研究開発支援

10-3

総務省
　技術政策課

中国総合通信局
　情報通信連携推進課

スタートアップ等

・スタートアップ
・研究開発支援

5.5億円
(令和7年度補正）
2.7億円
（令和8年度予算案)

　これから本格的に起業や事業化を目指す個人若しくはグループ又は起業して間もないスタートアッ
プなどが行うICTの研究開発や事業の確立、拡大を目指し、技術の事業化、事業計画のブラッシュ
アップ等に取り組む個人、グループ又はスタートアップが行うICTの研究開発に対して支援を行う。ま
た、研究開発費の支援に加えて、専門家による起業、開発、実用化への助言や、開発、起業ノウハウ
に関する勉強会などの伴走支援を行いスタートアップの立ち上げや成長を支援し促進する。
（https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin03_02000443.html）

応募期間：2/3（火）14:00～3/24（火）18:00
書類選考機関：4/1～4/25頃
面談選考：4月下旬頃から
採択候補者発表：5月下旬以降
（※状況により追加される場合があります）

56

※公募が開始された事業は、公募発表のURLを記載しています。
　公募開始前の事業は、概要図のURLのほか、事業関連の参考URLを記載しています。

※公募を行わない事業は「-」と記載しています。
※3月1日時点で公募中のものは赤字にしています。

・公募期間
　令和8年1月9日（金）から2月20日（金）17時まで

・公募概要
　電波有効利用基盤技術部門
　地域電波有効利用促進技術部門

55

革新的情報通信技術（Beyond 5G（6G））基
金事業

スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援
事業

10-2

総務省
　電波政策課

中国総合通信局
　電波利用企画課

電波資源拡大のための研究開発

105.5億円
(令和8年度予算案)

・事業の目的に合致する優れた研究開発課題を大学・国立研究開発法人・企業・地方公共団体の研
究機関等から広く公募し、外部有識者による選考評価の上、研究開発を委託する。

（事業概要：https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/fees/purpose/forward/index.htm）

デジタル化支援事業一覧
※事業の概要、予算規模等は現時点の内容を掲載しています。事業の詳細、公募期間につきましては、各担当省庁のホームページ等でご確認下さい。

⑩ 研 究 開 発 【令和8年3月版】

No 担当省庁 / 地方窓口 事業名 予算規模 概要 公募期間 ページ



① ネットワーク・システム整備

② デジタル利活用支援

当該資料は以下の各カテゴリーに沿って整理してリスト化しています。

③ 中小企業支援

④ 交通・物流

⑤ 観光・インバウンド

⑥ 農林水産

⑦ 教育

⑧ セキュリティ

⑨ テレワーク

⑩ 研究開発

ご覧になりたいカテゴリをクリックすると、
該当事業一覧ページにジャンプします。



事 業 概 要 図



No 事業名 ページ

1-1 地域社会DX推進パッケージ事業（地域のデジタル基盤の整備支援（補助）） 1～5

1-2 デジタルインフラ整備推進事業（高度無線環境整備推進事業） 6～7

1-3 携帯電話等エリア整備事業 8

1-4 データセンター､海底ケーブル等の地方分散によるデジタルインフラ強靱化事業 9～10

1-5 安全性・信頼性を確保したデジタルインフラの海外展開支援事業 11～12

① ネ ッ ト ワ ー ク ・ シ ス テ ム 整 備



地域社会ＤＸ推進パッケージ事業

●人口減少・少子高齢化や経済構造変化等が進行する中、持続可能な地域社会を形成するには、デジタル
技術の実装（地域社会ＤＸ）を通じた省力化・地域活性化等による地域社会課題の解決が重要。
●本事業では、地域社会D Xを加速させ、強い地方経済の実現などにも貢献するため、デジタル人材 /体制の
確保支援、 A I ・自動運転等の先進的ソリ ューシ ョ ンや先進的通信システムの実証支援、地域の通信インフラ
等整備の補助等の総合的な施策を通じて、デジタル実装の好事例を創出すると ともに、効果的・効率的な情
報発信・共有等を実施することで、全国における早期実用化を促進。

①デジタル人材／体制の確保支援
1 . 計画策定支援  
2 .推進体制構築支援          
3 . 地域情報化ア ド バ イ ザ ー

デ ジ タ ル 技術 を活用 し て 地域課題 の解決 を図 る た め に必要 な通信
イ ン フ ラ な ど の 整備 を支援

③地域のデジタル基盤の整備支援（補助）

デ ジ タ ル 実装 に必要 と な る地域課題 の整理 、導入 ・ 運用計画 の策定 に対す る専門家に よ る 助言
都道府県 を中心 と し た 持続可能な地域 の D X推進体制の構築 を支援
地域情報化 ア ド バ イ ザ ー に よ る 人材の育成 ・ 供給 を支援

好事例の創出・実用化

衛星通信 や光 電融合技術 を は じ め と す る 新 し い 通 信
技 術 な ど を 活 用 し た 先 進 的 な ソ リ ュ ー シ ョ ン の 実 用 化
に 向 け た 実証

先進的通信シス テ ム活用タイプ
②先進的ソリューションの実用化支援（実証）

地 域 の 通 信 シ ス テ ム を 活 用 し た 、 A I ・ 自 動 運 転
等 の 先進的 な ソ リ ュ ー シ ョ ン の 実証

A I ・ 自動運転検証タイプ

令和７年度補正予算 129.3億円、令和８年度当初予算（案） １.0億円

1-1

1



【③補助事業】（予算： 8億円程度）
デジタル技術を活用して地域課題の解決を図るために必要な
通信インフラなど（ローカル５G/LP WAなど）の整備費用を補助します。

① 無線ネットワーク設備
② ①に接続するソリューション機器

これらと不可分な設備・機器・ソフトウェア ※3

＜補助対象＞

＜対象＞
地方公共団体、企業・団体など

<補助率> 補助対象経費の 1/2

※1 企業・団体などが実施主体となる場合には、採択候補先に決定後、
補助金交付申請までの間に、地方公共団体を１以上含むコンソーシ
アムを形成していることが要件となります。

※２地域課題の解決のために、①と②を組み合わせたシステムを整備する
ことが要件となります（インターネット接続サービスの提供やソリューション
機器のみの整備や都市OSは非該当） 。

※3 通信装置レンタル料やクラウドサービス利用料については、
複数年度分を一括して事業整備年度に費用計上及び支
払い完了できる場合に限り、５か年分を上限として補助
対象とします。

＜補助対象のイメージ＞

＜提案評価の観点例＞
■ 地域課題の解決に資するものであるか（期待される効果が明確か など）

■ 効率的・効果的な整備計画であるか
（課題解決のために必要か、費用対効果が見合っているか、多用途で活用できるか など ）

■ 地域のステークホルダー（産官学金）との連携が図られているなど、持続可能な
運用計画であるか（適切なPDCA計画があるか など） など

ローカル５G、Wi-Fi、
LPWAなど

※２

※１

補助金額に上限はありませんが、ご提案の内容を踏まえて、
事業規模の妥当性を審査いたします。

LPWA / Wi-Fi など

支援対象となるソリューション機器など

支援対象となるネットワーク設備

カメラ/センサーなど

地域社会D X推進パッケージ事業
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国庫補助 (本事業) 1/2 地方負担 1/2

補助対象となる事業費の総額

過疎対策事業債
（過疎法により過疎地域とされた市町村）

7 0％

一般補助施設整備等事業債
（市町村）

2 2 . 2％

充当率 75％

充当率 90％

（交付税措置なし）

辺地対策事業債
（辺地法に規定する辺地を包括する市町村：辺地に係る施設整備に限ります）

【③補助事業】 地方公共団体の負担分について
地方公共団体が補助事業の実施主体となる場合の負担分（1/2）については、
以下の地方債を起債することができます。

8 0％ 充当率 100％

充当率 100％

公共事業等債
（都道府県）

元利償還金に対する

交付税措置率

※地方負担に対する措置率は20％

地域社会D X推進パッケージ事業

※本財政措置は現在要望中であり、今後内容に変更があり得ることをあらかじめ御了承ください
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【令和８年度事業スケジュール（予定）】
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

支援期間（１次）１次
公募

②-2
地域共有型
エッジAI実証タイプ

実証期間
採択

選定結果発表

事業実施期間公募③補助事業

採択
実証期間（2次）

実証期間（1次）
採択

１次
公募

2次
公募

②-1
先進的通信システム
活用タイプ

支援期間（２次）２次
公募

支援先決定

地域社会D X推進パッケージ事業

支援先決定

公募

①-1
計画策定支援

①-2
推進体制
構築支援 伴走支援事業者による支援期間

支援地域
候補採択

支援地域
公募

伴走
支援事業者
公募

支援地域＆
伴走支援事業者採択

①-3
地域情報化
アドバイザー

公
募

公
募

公
募

公
募

公
募

公
募

公
募

公
募

公
募

派遣可能期間

実証期間
採択

公募

②-3
自動運転レベル４
検証タイプ
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【地域社会DX推進パッケージ事業の活用フロー】

<プロセス5>
新しい通信技術等を用いた
ソリューションの実用化に向けた

実証を行う必要がある

地域社会DX推進パッケージ事業の活用

<プロセス6>
地域課題解決に必要な

インフラ整備を行う必要がある

地域社会DX推進パッケージ事業の活用 <ゴール>
デジタル技術を活用した
地域課題の解決

地域社会DX推進パッケージ事業の活用
① -1  計画策定支援  ソリューション実装コース

②実証事業

③補助事業

<プロセス4>
デジタル技術を

導入・運用するための計画書を
策定している

<プロセス1>
地域の課題を

抽出・整理できている

地域社会DX推進パッケージ事業の活用
① -2  推進体制構築支援 ①-

3
地
域
情
報
化

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
制
度

地
域
社
会
Ｄ
ｘ
推
進
パ
ッ
ケ
ー
ジ
事
業
の
活
用

Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
知
見
を
有
す
る

専
門
家
か
ら

「
助
言
・
提
言
」
が
ほ
し
い

NO

YES

YES

NO

YES

地域社会DX推進パッケージ事業の活用
① -1  計画策定支援  地域課題整理コース

NO

YES

<プロセス3>
地域課題の解決に有効な

デジタル技術を
明確化できている

<プロセス2>
DXを推進する体制を

構築したい

YES

NO

地域社会D X推進パッケージ事業

YES

NO
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高度無線環境整備推進事業の概要

• 5G・IoT等の高度無線環境の実現に向けて、条件不利地域において、電気通信事業者（地方公共団体等を含む。）が高速・大
容量無線通信の前提となる光ファイバ等を整備する場合や、地方公共団体が所有する公設設備について、民間事業者や第３
セクターへ譲渡した上で高度化（５G対応等）を図る場合等に、その費用の一部を補助する。

•また、離島地域において地方公共団体が光ファイバ等を維持管理する経費に関して、その一部を補助する。

ア 事業主体： 直接補助事業者：自治体、第３セクター、一般社団法人等、間接補助事業者：民間事業者

イ 対象地域： 地理的に条件不利な地域（過疎地、辺地、離島、半島、山村、特定農山村、豪雪地帯）

ウ 補助対象： 伝送路設備、局舎（局舎内設備を含む。）等
エ 負担割合：

（自治体の場合）

国（※1） （※2）（※3）
１／２

自治体
１／２

【離島】＊

【その他の条件不利地域】

（第３セクター・民間事業者の場合）

国（※1）（※4）（※5）
４／５

【離島】

【その他の条件不利地域】

＊光ファイバ等の維持管理補助は、
収支赤字の1/2（令和8年度まで）

国（※1）（※3） 
４／５

自治体
１／５

（※１）地中化を伴う新規整備の場合、分子に0.5上乗せ
（※２）財政力指数０．５以上の自治体は国庫補助率１／３
（※３）民設移行を前提とした高度化を伴う更新を行う場合３／４（離島）、

１／２（その他条件不利地域）

国（※1） （※6）
３／４

３セク・民間

１／４

（※４）海底ケーブルの敷設を伴わない新規整備の場合、３／４
（※５）高度化を伴う更新を行う場合、３／４、

２／３（海底ケーブルの敷設を伴わない場合）
（※６）高度化を伴う更新の場合、２／３

３セク・民間

１／５

スマートホーム

イメージ図

農業IoT

無線局
エントランス

（クロージャ等）

高速・大容量無線通信の前提となる光ファイバ（伝送路） コワーキング
スペース スマートモビリティ教育ＩｏＴ観光ＩｏＴ

地域の拠点的地点

通信ビル

・自治体が実施する新規整備事業については、令和８年７月までの申請を受付

1-2
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デジタルインフラ整備推進事業

・地理的に条件が不利な地域（過疎地、辺地、離島、半島など）や遮へい空間において、電気通信事業者

（地方公共団体等を含む。）が光ファイバや携帯電話の基地局等を整備する場合に、整備費用等の一部

を補助

○携帯電話等エリア整備事業
・条件不利地域において、携帯電話基地局の整備費等の
一部を補助

携帯電話基地局の整備加速化

携帯電話
交換局

伝送路

基地局施設

離島等条件不利地域

スマートホーム

農業IoT

無線局エントランス
（クロージャ等）

高速・大容量無線通信の前提となる光ファイバ（伝送路） コワーキング
スペース スマートモビリティ

教育ＩｏＴ観光ＩｏＴ

地域の拠点的地点
通信ビル

光ファイバの整備加速化

○高度無線環境整備推進事業
・条件不利地域において、光ファイバの整備費等（離島地域における維持管理費用を含む）の一部を補助

○電波遮へい対策事業
・トンネルにおいて、移動通信用中継施設の整備費の
一部を補助

交換局

【光基地局方式】

携帯基地局

アンテナ
光ファイバ

Ａ

C

Ｂ

電波が遮へい
無線設備

電源設備

新幹線トンネルの場合 基地局

トンネルにおける移動通信用中継施設の整備加速化

デジタルインフラ整備推進事業 令和７年度補正 31．1億円、令和８年度予算（案） 30．0億円
（令和７年度予算額 39.9億円、令和６年度補正 ２５.３億円、令和６年度予算額 78.0億円、令和5年度補正 59.3億円）

※ 過年度の予算額は、旧施策の合計額を記載。
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携帯電話等エリア整備事業

地理的に条件が不利な地域（過疎地、辺地、離島、半島など）において、地方公共団体や無線通信
事業者等が携帯電話の基地局等を整備する場合に、整備費用等の一部を補助。

離島

携帯電話
交換局

伝送路
（海底光ファイバ）

伝送路
基地局施設

高度化施設整備のイメージ

4G→5G４Ｇのアンテナを
５Ｇ対応アンテナ

に高度化

４Ｇの送受信機を
５Ｇ対応送受信機

に高度化

補助メニュー 補助内容 補助率
基地局施設整備
（４G等）

圏外解消のため、基地局施設を
設置する場合
（非居住エリア）

高度化施設整備
（５G)

４Gを利用できるエリアにおいて、
通信の高度化のため、５G基地
局を設置する場合

◎過去に国が補助金により整備した基地局の復旧・復興支援メニュー、更新に関する支援メニュー、伝送路施設の設置（光ファイバの設置）や運用費に関する補助事業も
補助メニューとして存在。

基地局施設整備のイメージ

基地局施設

（事業主体） 地方自治体、携帯電話事業者、インフラシェアリング事業者等、（事業スキーム）   補助事業
（補助対象） 電源設備、衛星回線設備、送受信設備等、（計画年度）  平成17年度～

令和８年度予算額（案） 2,995百万円※ (令和７年度補正予算額 3,106百万円※) ※デジタルインフラ整備推進事業の内数

【１社整備】 【複数社整備】

国
１/２

市町村

 ３/１０ 

都道府県
１/５

市町村

  １/５ 
国

２/３

都道
府県

２/１５

事業主体：地方公共団体

無線通信事業者

１/２

国
１/２

無線通信事業者等

１/３

国
２/３

【１社整備】 【複数社整備】

事業主体：無線通信事業者、インフラシェアリング事業者等

1-3
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データセンター等の地方分散によるデジタルインフラ強靱化事業 1

（アジア・太平洋地域等との接続）

（
北
米
・
欧
州
等
と
の
接
続
）

脱炭素電源比率の
高い地域

DC中核拠点

DC拠点
光ファイバ、

国内海底ケーブル

国際海底ケーブル

日本海ケーブル
ハブ機能の強化に
資する海底ケーブル

オール光NW

＜2030年代の我が国のデジタルインフラの「イメージ」＞

※1 脱炭素電源比率の高い地域については、GX実行会議（第11回）資料を基に総務省において記載
※2 DC拠点やネットワークの位置はあくまでイメージであり、具体的な計画等を示したものではない

令和８年度予算額（案） 0.25億円
【国庫債務負担行為総額：2,09.38億円（令和８年度～令和12年度）】
令和７年度補正予算 400.0億円
（令和３年度補正：500億円、令和５年度補正：100億円、令和６年度補正予算額：120億円）

 データセンターをはじめとするデジタルインフラは、 「社会インフラのインフラ」として、我が国における
安心・安全や社会経済の持続的な発展を確保するために必要不可欠な礎。

 他方、デジタルインフラは東京圏等に集中して立地されており、耐災害性強化や地域におけるDXの推進等の国
家的な課題解決を図るうえでの課題となっている。

 このため、地方分散による強靱な通信ネットワーク拠点を形成し、我が国の国土の強靱化や地方でのデジタル
実装を通じた地方創生を図るとともに、我が国の国際的なデータ流通のハブとしての優位性を高めるため、「①
東京圏等に集中するデータセンターの分散立地」や、「②日本を周回する海底ケーブルの構築」及び「③国際
海底ケーブルの多ルート化」を推進するべく、データセンターや海底ケーブル等の整備に対する支援を行う。

9
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データセンター等の地方分散によるデジタルインフラ強靱化事業 2

施策概要

支援スキーム 総務省 → 基金設置法人 → 民間事業者等

予算額等
1329億円

（R３補正：500億円、R5補正：100億円、R6補正：120億円、R7補正：400億円、R8当初（案）：国庫債務負担行為総額209.4億円）

※事業実施期間は、令和３年度 ～ 同１１年度 （同１２年度は出納整理年度）

支援対象①
補助率 １／２
（上限４0億円）

データセンター、海底ケーブル陸揚局舎、IX
【東京圏※1・大阪圏※2以外のものに限る】 ※1 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県

※2 大阪府・京都府・兵庫県（陸揚局舎は日本海沿岸の区域を除く。）

支援対象②
補助率 ４／５

国内海底ケーブル 【房総・志摩以外に陸揚げされるものに限る】

支援対象③
補助率 ４／５

国際海底ケーブル分岐支線・分岐装置 【房総・志摩以外に陸揚げされるものに限る】

ＩＸ設備海底ケーブル陸揚局舎ＤＣ建物 サーバ等

分岐支線 分岐装置

10
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「安全性・信頼性を確保したデジタルインフラの海外展開支援事業」
令和６年度補正予算 63億円 令和７年度当初予算 0.5億円
令和７年度補正予算 80.5億円 令和８年度当初予算(案) 0.27億円 

通信インフラやICT利活用モデル等のデジタル分野における案件形成に
至るまでの各展開ステージで必要な取組（PoC・モデル事業等）の予算支援を実施

「安全性・信頼性を確保したデジタルインフラの海外展開支援事業」について

デジタル技術を活用しグローバルな社会的課題を解決するとともに、経済安全保障の確保に資するとの観点か
ら特に重要なシステム・サービスの海外展開について、調査事業・実証事業等の支援を実施。

＜「ローカル・スタートアップ枠」について＞
日本の中小企業（スタートアップ含む）がデジタル技術の海外展開に取り組むこ
とは、展開先国の社会課題の解決や安全性・信頼性を確保したデジタル空間
の構築に貢献する可能性を一段と高めるだけでいう観点からも有意義。

海外展開支援事業に「ローカル・スタートアップ枠」を設け、東京都以外に所在地
を置く中小企業の取組に加え、スタートアップ企業の取組も対象とすることで、
幅広い企業の海外展開を後押しする。

1

「インフラシステム海外展開戦略2030」で設定された目標への着実な貢献

出典：内閣官房の資料を基に総務省作成

0

10

20

30

40

50

2020年 2025年 2030年

45兆円
（目標）受注額

（兆円）

24兆円
（実績）

34兆円
（目標）

注：2020年（実績）は、日本からの「輸出」と「海外現地法人の売上」を合計したもの
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海外展開支援事業における「ローカル・スタートアップ枠」について

 総務省では、「インフラシステム海外展開戦略2030」（経協インフラ戦略会議決定）における「2030年のインフラシステム受注45兆円」
という政府全体の目標達成に向け、「安全性・信頼性を確保したデジタルインフラの海外展開支援事業
（デジタル海外展開支援事業）」（委託事業）により支援スキームを講じ、海外展開の推進に注力している。

 地方には、海外展開につながる取組が潜在し、これらの取組を発掘し海外展開につなげることは有意義。こうした状況を踏まえ、
令和5年度から新たな取組として、デジタル海外展開支援事業に「地方枠」（※「ローカル・スタートアップ枠の前身）を設け、地方企業
の海外展開の取組を公募により支援を開始。

 令和８年度からは支援対象にスタートアップ企業（※東京都含む）を追加し、幅広い企業の海外展開を後押し。
事務局※は外部機関に委託し、当該事務局が公募をかけ、中小企業・スタートアップ企業が申請するスキームとなる。
※令和７年度の事務局：日本ITU協会及びKPMGコンサルティング共同事業体

対象について

 デジタル技術を有する企業の、当該デジタ
ル技術に係る海外展開を後押しすること
を目的。

 国内に本社を置く事業者を対象とする。
 原則として、①東京都以外に所在地を置
く資本金1億円以下のICT中小企業
（大学法人との連携、スタートアップを含
む。）もしくは②スタートアップ企業を想
定。また、総務省及び他省庁等において
指名停止期間中の者でないこと。

 「地方枠」において再委託先となった事業
者も応募可能だが、海外展開の段階や
展開先の違いなど2026年度「ローカル・
スタートアップ枠」を活用する意義を明
確に示す必要がある。

2

事
業
者

連絡・調整

公募
申請

採択・契約

相談・事業報告

情報共有 フォロー
（中小企業・スタートアッ
プ企業発の優良事例と
して発信することを念頭
に置いたフォロー）

進捗確認等

委託 再委託

・各総合通信局（関東にもございます）
・沖縄総合通信事務所

概要

総
務
省

事
務
局

地
方
局

スキーム 令和７年度のスケジュール
4月23日(水)
公募開始

5月23日(金)
公募締切

6月末頃
採択事業者決定

令和8年
3月31日(火)

令和８年度の予定
 来年度も今年度同様のスケジュールを想定。
【変更点】
 初年度だけでなく、夏～秋頃に枠数を絞って
２回目の公募を行う可能性あり。

 デジタル海外展開プラットフォームへの参加
を要件とする。  
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No 事業名 ページ

2-1 地域情報化アドバイザー派遣制度（地域社会DX推進パッケージ事業） 13

2-2 地域社会DX推進パッケージ事業（先進的ソリューションの実用化支援（実証）） 14～25

2-3 地域社会DXナビ 26

② デジタル利活用支援



地 域 社 会 D X 推 進 パ ッ ケ ー ジ 事 業

【①-3 地域情報化アドバイザー派遣制度】
地域が抱える様々な課題を解決するため、 I CTを利活用した取組 を検討する地方

公共団体等からの求めに応じ、 I CTの知見等 を有する 「 地 域 情 報 化 ア ド バ イ ザー」を
派遣し、  I CT利活用に関する助言等を行う制度です。

１件の申請につき、 現 地 派 遣 を含 む支 援 で あ れ ば 最 大 ３ 日まで、 オ ンラ イ ン会 議 の
み によ る支 援 で あ れ ば 合 計2 1 時 間の範囲内において、支援が可能です。
＜対象＞
NPO、大学、商工会議所等が申請する場合は、総合通信局又は地方公共団体の推薦を受けて実施します。
地場企業等が申請する場合は、地方公共団体からの推薦に加え、地方公共団体等と共同で事業を実施し

ていること等を要件に支援を実施します。（令和７年度より支援対象を拡充）

派遣の仕組み

総
務
省

事業の内容等に応じて、
ICTの知見を有する専門家
の派遣を実施

１.派遣要請

地域情報化
アドバイザー

３.助言等２.派遣決定

派遣団体数

60
99 115

141 151

200
237

347

227

376 370 363

297

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

（団体数）

2-1
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＜実施形態＞
請負（定額）

【②-１  先進的通信システム活用タイプ】（ 予 算 ： 2 6 億 円 程 度 ）
ローカル５Gや衛星通信、オール光ネット ワー クをは じ めとす る新 し い 通 信 技 術を活用 し

た、次の社会実証を支援します。
a )全国の各地域が共 通 に抱 え る地 域 課 題 の 解 決に資する先進的なソリューション
b )特に地域の人材不足に起因する課題解決のための、地 場 企 業 の 事 業 活 動 の 効 率

化 ・合 理 化に資する先進的なソリューション

＜実施主体＞
地方公共団体、企業・団体など

＜対象となる通信技術＞
・衛星直接通信
・APN（オール光ネットワーク）
・HAPS（成層圏プラットフォーム）
・Wi-Fi HaLow／7
・ローカル５Ｇ

などの新たな通信技術※
※上記以外の通信技術については個別にご相談ください。

＜提案評価の観点例＞
■ 全国の各地域が共通に抱える課題の解決に資するものであるか 又は

 地場企業の事業活動の効率化・合理化に資するものであるか
■ 新しい通信技術を活用するものであるか

（当該通信技術を選択することに関する他の通信技術との比較分析 など）

■ 費用対効果等も踏まえ、現実的に社会実装が期待できるものか
■ 先進的なソリューションであるか（先行事例との比較 など）

■ 社会実装や他地域への横展開に向けた具体的かつ現実的なビジョンが
あるか（地域の連携体制が構築されているか など なお、複数年にわたる実証の場合は、
複数年分の計画を提示することで実装・横展開を評価）

□ 主な加点評価項目
・スタートアップが参画し、その技術などを活用する取組であるか
・「デジ活」中山間地域に登録済又は登録申請中であるか
・プロジェクトの自走化の担い手として地域ICT企業が参画しているか
・地域におけるデータセンターを活用する取組であるか
・幅広い地域での共同利用を促進するソリューションであるか など

＜事業規模の目安＞
1千万円～１億円程度/件

※ 複数年(２年間)の実証期間も設定可能。ただし、
２年目の予算を確約するものではありません。

2-2 地 域 社 会 D X 推 進 パ ッ ケ ー ジ 事 業

 
 
14



＜実施形態＞

請負（定額）

【②-１  先進的通信システム活用タイプ】
シンボルプロジェクト枠について
先進的通信 技術 のうち 新 たに対象と す る衛星直 接通 信、AP N、H APSを 活用す る実証に
つ い て は 、 事 業 規 模 を 5 億 円 程 度 ま で に 引 き 上 げ た シ ン ボ ル プ ロ ジ ェ ク ト 枠 を 設 定 し ま す 。
提案に際しては、以下の追加要件を設けます。

＜実施主体＞
地方公共団体、企業・団体など

＜対象となる通信技術＞
・衛星直接通信
・APN（オール光ネットワーク）
・HAPS（成層圏プラットフォーム）

＜シンボルプロジェクト提案の際の追加要件例＞
■シンボルプロジェクトへの提案は、１社１案件まで
■申請時に実装を確実にするための取組に既に着手していること
（例）需要の取り込みに向け、自治体や公共機関、関係事業者との官民協議会を

設立していること
（例）社会実装に向けた市場分析を行い、導入計画、投資計画を

 策定していること
■構築する先進的通信システムについて、多用途利用を前提に実証を行うもの

であること
■実証期間終了後も、一定期間、実証事業の成果を社会に還元するものであること
（例）実証データの公開、公共機関への無償サービス提供等
■実証期間終了後の社会実装を確約するものであること
■実証開始から一定期間視察受入の体制を整えるなど、実証における取組の

積極的な情報発信を行うこと など

地 域 社 会 D X 推 進 パ ッ ケ ー ジ 事 業

＜事業規模の目安＞
5億円程度/件(年間)

※ ２件程度の採択を予定
※※ 複数年(２年間)の実証期間も設定可能。ただ

し、２年目の予算を確約するものではありません。 15



【②-１  先進的通信システム活用タイプ】 対象経費の考え方
対象経費についての基本的な考え方は以下の表のとおり です。原則 として、 ネットワ ーク機
器などの物品の購入費用は対象外となります。（消耗品・リ ースで きな い機器等を除く）

対象経費 対象外経費

ネットワーク／ソリューション機器など
実証に必要な物品のリース経費

(機器のサブスク型サービスを含みます)

実証期間内に発生した経費のみ対象となります。

 ネットワーク／ソリューション機器などの
物品の購入経費（左記を除きます）

 無線局開設に係る免許関係諸費用
(免許申請手数料)

 実証目的の遂行に必要と認められな
い経費及び目的遂行に必要であっても
一般的に合理的と認められる範囲を
超える経費 など

取得単価が税込１０万円未満
又は

使用可能期間が１年未満
の物品の購入経費

「使用可能期間が1年未満」とは、一般的に消耗
性のものと認識され、かつ、平均的な使用状況など
からみて、その使用可能期間が1年未満であると認
められるものをいいます。

リースなどで調達できない
ネットワーク／ソリューション機器の購入経費

リースなどで調達できない理由（様式任意）を提
出いただき、総務省の了解を得る必要があります。

役務費
実証環境の構築やアプリケーション開発などの実証
に係る人件費 など

その他 実証に係る通信運搬費・光熱費・旅費 など

地 域 社 会 D X 推 進 パ ッ ケ ー ジ 事 業
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【②-２ 地域共有型エッジAI実証タイプ】 （ 予 算 ： ２ 億 円 程 度 ）
AIを活用した地域の課題解決のユースケースを創出し、地域通信の効率化・最適化を
促進するため、 「地域共有型エッジAI 」基盤を活用したAI導入モデルの実証を実施し
ます。

地 域 社 会 D X 推 進 パ ッ ケ ー ジ 事 業

ちい

＜実施主体＞

＜実証イメージ＞

地方公共団体、企業・団体など

特定のエリアやスポットをカバーする「地域共有型
エッジAI」基盤に複数の端末が接続し、地域通信
の効率化・最適化を目指すAI導入モデルの実証
を募集します。

想定される検証例
・工場内における搬送ロボット群の制御
・農場におけるリモート発育状況分析・害獣検知

【地域共有型エッジAI】

※商業・農業地域などのエリアやビル内などのスポットをカバー

 特定のエリアやスポットをカバーするAI
リソースを、近傍の複数の端末が通信
により共有・利用。

 端末当たりのAIコストを低減できる。
 クラウドでの処理よりも処理遅延が短い。

特徴

＜事業規模の上限＞

※ 令和7年度の「AI検証タイプ」から内容を刷新しております。
※ 本公募では、AIを端末に搭載するタイプのエッジAIを活用した案件は対象外になります。
※ ただし、通信要件等を満たす場合、令和8年度「先進的通信システム活用タイプ」の

対象となり得ます。

上限１億円程度
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【②-３ 自動運転レベル4検証タイプ】（ 予 算 ： 1 7 億 円 程 度 ）
地域限定型の無人自動運転移動サービス（限定地域レベル４） の実装・横展開に
当たって課題となる遠隔監視システムその他の安全な自動運転のた めに必要な通信シ
ステムの信頼性確保等に関する検証を実施する。

＜実施主体＞

＜実証イメージ＞
想定される検証項目の例

・交差点における通信
・基地局間のハンドオーバー
・路車間通信の信頼性
・必要な通信帯域幅 など

地方公共団体、企業・団体など
※地方公共団体を１以上含むコンソーシアムを形成していることが要件

想定される検証環境の例
・形状等の異なる物理的環境
・積雪・日照等の気候条件 など

地 域 社 会 D X 推 進 パ ッ ケ ー ジ 事 業

＜事業規模の上限＞
1.5億円程度

デジタル庁「先行的事業化地域」に選定された地域については、提案評価に当たって加点する。
●先行的事業化地域への対応  
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地域社会ＤＸ推進パッケージ事業

● 人 口 減 少 ・ 少 子 高 齢 化 や 経 済 構 造 変 化 等 が 進 行 す る 中 、 持 続 可 能 な 地 域 社 会 を 形 成 す る に は 、 デ ジ タ ル
技 術 の 実 装 （ 地 域 社 会 Ｄ Ｘ ） を 通 じ た 省 力 化 ・ 地 域 活 性 化 等 に よ る 地 域 社 会 課 題 の 解 決 が 重 要 。
● 本 事 業 で は 、 地 域 社 会 D X を 加 速 さ せ 、 強 い 地 方 経 済 の 実 現 な ど に も 貢 献 す る た め 、 デ ジ タ ル 人 材 / 体 制 の
確 保 支 援 、 A I ・ 自 動 運 転 等 の 先 進 的 ソ リ ュ ー シ ョ ン や 先 進 的 通 信 シ ス テ ム の 実 証 支 援 、 地 域 の 通 信 イ ン フ ラ
等 整 備 の 補 助 等 の 総 合 的 な 施 策 を 通 じ て 、 デ ジ タ ル 実 装 の 好 事 例 を 創 出 す る と と も に 、 効 果 的 ・ 効 率 的 な 情
報 発 信 ・ 共 有 等 を 実 施 す る こ と で 、 全 国 に お け る 早 期 実 用 化 を 促 進 。

① デ ジタル 人 材 ／ 体 制 の 確 保 支 援
1 . 計 画 策 定 支 援  
2 . 推 進 体 制 構 築 支 援          
3 . 地 域 情 報 化 ア ド バ イ ザ ー

デ ジ タ ル 技 術 を 活 用 し て 地 域 課 題 の 解 決 を 図 る た め に 必 要 な 通 信
イ ン フ ラ な ど の 整 備 を 支 援

③ 地 域 の デ ジタル 基 盤 の 整 備 支 援 （ 補 助 ）

デ ジ タ ル 実 装 に 必 要 と な る 地 域 課 題 の 整 理 、 導 入 ・ 運 用 計 画 の 策 定 に 対 す る 専 門 家 に よ る 助 言
都 道 府 県 を 中 心 と し た 持 続 可 能 な 地 域 の D X 推 進 体 制 の 構 築 を 支 援
地 域 情 報 化 ア ド バ イ ザ ー に よ る 人 材 の 育 成 ・ 供 給 を 支 援

好事例の創出・実用化

衛 星 通 信 や 光 電 融 合 技 術 を は じ め と す る 新 し い 通 信
技 術 な ど を 活 用 し た 先 進 的 な ソ リ ュ ー シ ョ ン の 実 用 化
に 向 け た 実 証

先 進 的 通 信 シ ス テ ム 活 用 タ イ プ
② 先 進 的 ソ リューショ ンの 実 用 化 支 援 （ 実 証 ）

地 域 の 通 信 シ ス テ ム を 活 用 し た 、 A I ・ 自 動 運 転
等 の 先 進 的 な ソ リ ュ ー シ ョ ン の 実 証

A I ・ 自 動 運 転 検 証 タ イ プ

令和７年度補正予算 129.3億円、令和８年度当初予算（案） １.0億円
19



【①-１  計画策定支援】（予算：40団体程度）
地方公共団体内における予 算 要 求、地域社会DX推進パッケージ事業を含む国 の

支 援 への 申 請 ・提 案等にもご活用いただけるような計 画 書 の 作 成、デジタル技術の導
入に向けた第一歩となる地 域 課 題 の 洗 い 出 し や 整 理を図ることを目指し、５ヶ月程度
の間、デジタル技術分野に知見を持つ専門家が伴走支援します。
年 間 を通 し て 複 数 フ ェーズ の 実 施 を予 定 し て おり 連 続 支 援 も 可 能 で す。

注）支援先団体におい
て計画書の作成その他
の必要な作業を実施し
ていただきます。

地 域 社 会 D X 推 進 パ ッ ケ ー ジ 事 業

＜対象＞デジタル技術を活用して地域課題の解決に取り組みたいと考えている又はその関心のある
地方公共団体など

＜内容＞

１団体当たり
５ヶ月程度の支援期間

支援先団体のご意向も踏まえつつ、
それぞれの状況に応じて必要な支援を実施します。

ご支援する検討事項の例
・地域の抱える課題の全体像の整理
・デジタル技術の活用による課題解決の可能性
・取組の優先順位
・ネットワーク構成・機器、事業者選定等の要件
・導入・運用コストや費用対効果 等

※ 財政力指数１以上の地方公共団体及びその地域内で取組を実施しようとする団体などは本支援の対象外となります。
※ 地域課題の解決に資する取組を実施するための計画策定が支援対象です。
※ 地方公共団体以外については、地方公共団体が出資する法人又は非営利法人による応募に限ります。

参考
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【①-１  計画策定支援】 デジタル技術導入に向けた支援の内容
支援先団体の課題の整理状況に応じて、以下の２つの支援内容を用意しています。

A 地域課題整理コース B ソリューション実装コース

支援対象 地域課題の洗い出しから支援を希望する
団体

地域課題の解決策は明確化されており、具体的な実装
計画書策定の知見・ノウハウの支援を希望する団体

支援内容
解決すべき地域課題の調査、分析及び整
理から、デジタル技術を活用した当該地域
課題の解決策の検討及び立案までを伴走
支援します。

支援対象団体内における予算要求や国の補助金への申
請・提案等への活用も念頭に置きつつ、デジタル技術を活
用して地域課題の解決を図るためのソリューション実装計
画書の策定を支援します。

支援メニュー例

・地域課題の抽出・整理
・他地域における関連する好事例の紹介
・デジタル技術の活用による課題解決の検
討
・ソリューション導入時期の検討
・DX推進へ向かう組織支援の検討

・DX実装・自走化に向けた事業者とのマッチング等の推進
体制の検討
・ネットワーク構成・機器等の要件の検討
・導入・運用コストや費用対効果の検討
・地域のステークホルダー（金融機関、企業・団体、大学
等の教育機関、地場ベンダー等）との連携体制の検討
・運用モデルや資金計画（ソーシャルボンドや成果連動型
民間委託の活用を含む。）、マネタイズの仕組み等の検
討
・総務省地域社会DX推進パッケージ事業の実証事業や
補助事業の提案書作成支援

地 域 社 会 D X 推 進 パ ッ ケ ー ジ 事 業 参考
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【①-2 推進体制構築支援】  （ 予 算 ： ２ 億 円 程 度 ）
専門家等を地方公共団体に派遣し、地 域 課 題 の 洗 い 出 し や 深 掘 り 、 整 理を実施す

るほか、 具 体 的 な 進 め 方 の 提 案や、 地 域 DX推 進 体 制 の 構 築まで伴走支援し、デジ
タル技術による解決策の実証・実装に結びつけるとと もに、各 地 方 公 共 団 体 が自 立 的
にデ ジタル 実 装 に取 り 組 め る持 続 的 な 支 援 環 境 を構 築します。

• 具体的な地域DXの取組を実施
• 課題解決に向けた先進的ソリュー

ションの実証
• 通信インフラの実装 など

• 地域DX導入後の効果測定・
課題探索

• 実装後の運用準備 など

①地域DX推進体制構築支援 ②実証事業、補助事業等の活用

地域課題の洗い出し、深
掘り、整理

課題解決に資する地域DXソ
リューション導入等

地域DX推進後の振
り返り

推進体制の構築・拡充
STEP 02

具体的な進め方の提案、
推進体制構築

STEP 03 STEP 04STEP 01
課題整理・取組⽅針の共有 解決策の実装 改善

• 都道府県と市町村等の連携によるDX
推進体制の構築

• 市町村のDXの進捗状況の共有
• 地域のステークホルダーの巻き込みや、

事業者等とのマッチング支援 など

• 各市町村の課題の洗い出し・
深掘り

• 具体的な解決策の検討
• 都道府県・市町村等による課

題の共有、取組⽅針の検討・
共有          など

＜支援内容イメージ＞

＜対象＞
都道府県と管内市区町村（※都道府県が管内の市区町村と連携して申請）

※支援期間内にSTEP01, STEP02を実施。進捗等により、具体的な
地域DXの取組など、STEP03以降も実施可。

地 域 社 会 D X 推 進 パ ッ ケ ー ジ 事 業 参考
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総務省 管理事業者

地方公共団体※２

※２）都道府県が主体となり、市区町村
と共同で申請することを想定

伴走支援事業者

①公募・③選定

伴走支援の内容

• 地域課題やボトルネックの明確化、デジタル実装に向けた進め
方の提案、ステークホルダーとの推進体制の構築支援等を想定

支援地域の応募要件

• 都道府県と市区町村が連携して申請すること（連携
していることの信憑として、覚書等の書類の提出）

• 都道府県が将来的に推進体制を拡大し、都道府県
内で地域ＤＸを推進する意思を有すること

• 支援を受ける体制を確立していること 等

⑤支援したい地域を
特定して応募

④公募・⑥選定※１

伴走支援事業者の応募要件

• 専門家を地方公共団体に通年派遣し、地域
に密着した活動ができること

• 各支援地域の地域ＤＸ推進に関する課題解
決に向けた課題整理、推進体制構築ができる
こと 等

※１）選定にあたっては、有識者等によ
る評価会開催を想定。

②応募

⑦伴走支援 ※３

公募・選定

※３）伴走支援事業者とのマッチングが不成立
の場合等、伴走支援ができない場合があります。

都 道 府 県 が 管 内 の １ 市 区 町 村 以 上 と 連 携 し て 申 請 す る こ と 。
※ 過 去 に 支 援 地 域 と し て 選 定 さ れ た 地 域 （ 県 ） に つ い て は 、 過 去 に 申 請 し た 際 よ り も 1 以 上 多 く の 市 町 村 と 連 携 し て 申 請 す る こ と 。

（ 過 去 に 支 援 地 域 と し て 選 定 さ れ た 地 域 の 場 合 に は 、 最 終 的 な 支 援 地 域 の 選 定 に お け る 評 価 時 に 、 管 内 の 参 加 市 町 村 の 割 合
に 応 じ て 加 点 し ま す ）

＜スキーム（共通）＞

＜申請要件＞

【①-2 推進体制構築支援】  申請要件及びスキーム

地 域 社 会 D X 推 進 パ ッ ケ ー ジ 事 業 参考
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【令和８年度事業スケジュール（予定）】
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

支援期間（１次）１次
公募

②-2
地域共有型
エッジAI実証タイプ

実証期間
採択

選定結果発表

事業実施期間公募③補助事業

採択
実証期間（2次）

実証期間（1次）
採択

１次
公募

2次
公募

②-1
先進的通信システム
活用タイプ

支援期間（２次）２次
公募

支援先決定

地 域 社 会 D X 推 進 パ ッ ケ ー ジ 事 業

支援先決定

公募

①-1
計画策定支援

①-2
推進体制
構築支援 伴走支援事業者による支援期間

支援地域
候補採択

支援地域
公募

伴走
支援事業者

公募

支援地域＆
伴走支援事業者採択

①-3
地域情報化
アドバイザー

公
募

公
募

公
募

公
募

公
募

公
募

公
募

公
募

公
募

派遣可能期間

実証期間
採択

公募

②-3
自動運転レベル４
検証タイプ
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【地域社会DX推進パッケージ事業の活用フロー】

<プロセス5>
新しい通信技術等を用いた

ソリューションの実用化に向けた
実証を行う必要がある

地域社会DX推進パッケージ事業の活用

<プロセス6>
地域課題解決に必要な

インフラ整備を行う必要がある

地域社会DX推進パッケージ事業の活用 <ゴール>
デジタル技術を活用した

地域課題の解決

地域社会DX推進パッケージ事業の活用
① -1  計 画 策 定 支 援  ソ リューショ ン実 装 コ ース

② 実 証 事 業

③ 補 助 事 業

<プロセス4>
デジタル技術を

導入・運用するための計画書を
策定している

<プロセス1>
地域の課題を

抽出・整理できている

地域社会DX推進パッケージ事業の活用
① -2  推 進 体 制 構 築 支 援 ①-

3
地
域
情
報
化

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
制
度

地
域
社
会
Ｄ
ｘ
推
進
パ
ッ
ケ
ー
ジ
事
業
の
活
用

Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
知
見
を
有
す
る

専
門
家
か
ら

「
助
言
・
提
言
」
が
ほ
し
い

NO

YES

YES

NO

YES

地域社会DX推進パッケージ事業の活用
① -1  計 画 策 定 支 援  地 域 課 題 整 理 コ ース

NO

YES

<プロセス3>
地域課題の解決に有効な

デジタル技術を
明確化できている

<プロセス2>
DXを推進する体制を

構築したい

YES

NO

地 域 社 会 D X 推 進 パ ッ ケ ー ジ 事 業

YES

NO
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○ 地方公共団体のデジタル実装において、①知見・ノウハウ等の情報不足、②各種情報の分散が課題。
○ 課題解決のため、各地域におけるDX事例の成功要因、効果、課題等の調査を行い、情報を一元的に提供するポ

ータルを構築。
○ 「地域社会DXに取り組む企業と地方公共団体の情報探索をナビゲートするプラットフォーム」に。

【サイトイメージ】

地域社会ＤＸナビ2-3
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No 事業名 ページ

3-1 【中小企業生産性革命推進事業】・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 27

3-2 【中小企業生産性革命推進事業】・小規模事業者持続化補助金 28

3-3 【中小企業生産性革命推進事業】・デジタル化・ＡＩ導入補助金 29

3-4 【中小企業生産性革命推進事業】・中小企業成長加速化補助金 30

3-5 【中小企業省力化投資補助事業】・中小企業省力化投資補助金 31

③ 中小企業支援



海外の需要開拓にも
活用できる

想定
利用者

【関連URL】https://portal.monodukuri-hojo.jp/about.html
【問い合わせ】ものづくり補助金事務局サポートセンター 電話：050-3821-7013

活用メリット

補助金の額が大きい

インボイス対応の
ツール導入も可

概要

中小企業・小規模事業者等の生産性向上や持続的な賃上げに向けた革新的な製品・サービスの開発による高付
加価値化や、海外事業の実施による国内の生産性向上に必要な設備投資等を支援する補助金。

シーン 革新的な製品・サービス開発を行う場合に活用できる補助金

企業の経営者・DX担当者
支援機関・金融機関 等

補助上限、補助率等制度のイメージ

※2025年6月時点の情報。定期的に情報が更新されるので、
最新情報は補助金事務局HPにて、ご確認ください。

3-1
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商工会・商工会議所
のサポートがある

想定
利用者

【関連URL】一般型・通常枠（https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/）創業型（https://r6.jizokukahojokin.info/sogyo/）
【問い合わせ】お近くの商工会議所・商工会

活用メリット

小規模事業者、創業
した者が活用できる

幅広い経費が対象で
使いやすい

概要

小規模事業者等が商工会・商工会議所等と一体となって経営計画を作成し、当該計画に基づいて行う販路開拓
等の取組を支援。創業後３年以内の小規模事業者が活用できる「創業型」や地域振興等機関が活用できる「共
同・協業型」もある。

シーン 小規模事業者が販路開拓等を行いたい際に活用できる補助金

企業の経営者・DX担当者
支援機関・金融機関 等

補助上限、補助率等補助対象経費と活用事例（一般型 通常枠の場合）

一般型・通常枠 創業型

※2026年1月時点の情報。定期的に情報が更新されるので、
最新情報は補助金事務局HPにて、ご確認ください。

3-2
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ツールの導入関連費、
導入後の支援も対象

想定
利用者

【関連URL】https://it-shien.smrj.go.jp/
【問い合わせ】IT導入補助金事務局 電話：0570-666-376、050-3133-3272

活用メリット

DXツールの導入に
補助金が活用できる

インボイス対応、サイ
バーセキュリティ対策

概要

デジタル化・AI導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やＤＸ
の推進等に向けた ITツール（ソフトウェア、サービス等）の導入を支援する補助金。対象となるITツール（ソフ
トウェア、サービス等）は事前に事務局の審査を受け、デジタル化・AI導入補助金ホームページに公開（登録）
されているもの。また、相談対応等のサポート費用やクラウドサービス利用料等も補助対象に含まれる。

シーン ITツール導入に活用できる補助金

企業の経営者・DX担当者
支援機関・金融機関
ITベンダー 等

補助上限、補助率等制度のイメージ

※2026年1月時点の情報。定期的に情報が更新されるので、
最新情報は補助金事務局HPにて、ご確認ください。

3-3

29

https://it-shien.smrj.go.jp/
https://it-shien.smrj.go.jp/
https://it-shien.smrj.go.jp/
https://it-shien.smrj.go.jp/


【関連URL】https://growth-100-oku.smrj.go.jp/
【問い合わせ】中小企業成長加速化補助金事務局 電話：0570-07-4153、03-4446-4307

※2026年1月時点の情報。定期的に情報が更新されるので、
最新情報は補助金事務局HPにて、ご確認ください。

想定
利用者

シーン 飛躍的成長を目指す場合に活用できる補助金

企業の経営者・DX担当者
支援機関・金融機関 等

3-4

30
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人手不足解消に効果
があるものを導入

想定
利用者

【関連URL】https://shoryokuka.smrj.go.jp/
【問い合わせ】中小企業省力化投資補助事業コールセンター 電話：0570-099-660 、03-4335-7595

活用メリット

補助金の額が大きい

自社サービスをカタロ
グに登録することで
販路開拓につながる

概要

人手不足解消に効果のあるロボットやIoTなどの製品や設備・システムを導入するための経費を補助することに
より、中小企業の省力化投資を促進し売上拡大や生産・業務プロセスの効率化を図るとともに、賃上げにつな
げることを目的とした補助金。カタログ注文型と一般型があり、前者では、「販売事業者」が登録された製品
は、お客さま（中小企業）が補助金を活用して導入できるようになる。省力化製品の販売事業者も随時募集中。

シーン ロボットやIoTなどの製品・設備・システム導入に活用できる補助金

企業の経営者・DX担当者
支援機関・金融機関 等

一般型カタログ注文型

※2026年1月時点の情報。定期的に情報が更新されるので、
最新情報は補助金事務局HPにて、ご確認ください。

3-5
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No 事業名 ページ

4-1 交通DX・GXによる経営改善支援事業 32

4-2 「交通空白」解消タイプ（「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト） 33

4-3 共同化・協業化促進タイプ（「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト） 33

4-4 地域交通DX推進タイプ（「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト） 33

4-5 自動運転社会実装推進事業 34

4-6 物流施設におけるDX推進実証事業 35

4-7 交通事業者の持続可能性を高めるためのDX・GX投資に対する金融支援 36

④ 交通・物流



中国運輸局「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト
地域公共交通のリ・デザインと社会的課題解決を一体的に推進するため、交通DX・交通GXにより交通分野における
省力化・利便性向上を通じた経営力強化を支援します!

補助対象事業者 補助対象経費旅客自動車運送事業者、鉄軌道事業者
離島航路・本邦航空運送事業者 等

機器・システムの導入にかかる初期費用
（機器購入費、システム開発費、設置工事費等）

交通GX
補助率

補助対象

１／２
・EVの充電にかかる電力の使用を最適化するエネルギーマネジメントシステムの導入
・船舶の省エネエンジン等の導入
・空港内車両（トーイングトラクター等）のEV化

交通DX
新たな決済手段の普及・拡大

クレカタッチ
決済

二次元コード読取機能付き
改札機

配車アプリの導入

補助率

補助対象

１／３

補助率

補助対象

１／２

クレジットカードタッチ決済、二次元コード決済、交通系ICカード決済にかかる機器等の導入・更新
※新規導入・機能向上を伴う更新・単純更新の類型ごとに優先順位を付けて補助を行う可能性がある。

・乗務日報自動作成システムの導入 ・運行管理支援システムの導入
・配車アプリの導入 ・スマートバス停の導入
・列車位置情報提供システム等の導入
・船客予約システム等の導入
・自動チェックイン機の導入

4-1
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中国運輸局「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト

 全国に約2,500存在する「交通空白」解消に目処をつけるため、公共ライドシェア・デマンド交通・乗合タクシー等の導入や、医療・福祉・
教育等の他分野の関係者が連携して移動手段を支える仕組みの構築を調査から実証運行までトータルで支援

 補助率：500万円まで定額、500万円を超える部分は２／３（上限１億円）
※東京23区および三大都市圏の政令指定都市（川崎・横浜・相模原・さいたま・千葉・名古屋・京都・大阪・堺・神戸）は１／３（定額無し）

１.「交通空白」解消タイプ

 複数の地方公共団体や交通事業者、施設等への運送サービス提供者による地域旅客運送サービスの共同化・
協業化等も通じた連携の取組により、共同で路線バス・乗合タクシー・公共ライドシェア等の運送を実施する事業を調査から
実証運行までトータルで支援

 補助率：1,000万円まで定額、1,000万円を超える部分は２／３（上限1億2,000万円）

２.共同化・協業化促進タイプ

３.地域交通ＤＸ推進タイプ
 事業者・事業種の連携・協働により複数のモビリティデータの統合及び活用や国の定める標準仕様に基づくシステム統合、
標準業務モデルの導入など、デジタル技術を活用した高度サービスの実装を支援
 補助率：地方公共団体の規模に応じて１／２～２／３（上限１億円）

※人口10万人未満の自治体は500万円まで定額

１２月１６日に成立した令和７年度補正予算を活用し、「交通空白」解消に向けた地域の移動手段の確保等に対する支援のほか、     
共同化・協業化、デジタル技術を活用した高度サービスの実装（地域交通DX）、地方公共団体の体制整備等を幅広く支援し、
持続的な地域公共交通の確立を推進。

※「交通空白」解消・官民連携プラットフォームの参加が要件※

4-2～4-4

33



中国運輸局自動運転社会実装推進事業概要（案）4-5
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中国運輸局物流施設におけるDX推進実証事業4-6
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中国運輸局

○ 交通事業者は、従来からの厳しい経営環境に加え、コロナ禍による需要減、燃料費の高騰・不安定化等によって
危機に瀕しており、加えて、カーボンニュートラル（CN）への対応等の厳しい課題に直面している。

○ こうした状況を打開するためには、DXやGXを通じたサービスの効率化・高度化による利便性の向上と、事業者の
生産性の向上による経営力の強化が不可欠であるが、それらの投資は長期、多額、大規模にもなり得、民間金融の
みでは資金を賄うことが困難。

○ このため、財政投融資を活用し、投資の促進を図る（（独）鉄道・運輸機構を通じた金融支援の実施）。

交通事業者の持続可能性を高めるためのＤＸ・ＧＸ投資に対する金融支援

主な支援要件

【対象事業者】
・認定を受けた道路運送高度化実施計画等に基づく事業を行う交通事業者等
（バス・タクシー・鉄道事業者や、エネルギー・IT・リース会社等の共創事業者を含む）
【貸付条件】
・償還確実性が認められること ・融資の額が総事業費の50％を超えないこと
交通DXの支援対象（例）

効率的なルート決定が可能とな
るAIオンデマンド交通の導入や、
路線バスや鉄道への非接触型ク
レジットカード決済手法・QR
コード決済手法の大規模導入と
定期券購入のオンライン化

交通GXの支援対象（例）

EV車両の大規模導入と、その運
用を可能にするための運行管理
システムに充電管理を一体的に
実施する機能を加えたエネル
ギーマネジメントシステムの構築

AIオンデマンド交通
（スマホや電話で乗車予約→AIによるルート決定）

非接触型クレジットカード・QRコード
（データ収集→路線・ダイヤの効率化）

※貸付の実行にあたっては（独）鉄道・運輸機構による審査が必要となります

4-7

36



No 事業名 ページ

5-1 オーバーツーリズムの未然防止・抑制をはじめとする観光地の受入環境整備の促進 37

5-2 地方誘客促進に向けたインバウンド安全・安心対策推進事業 38

5-3 全国の観光地・観光産業における観光DX推進事業 39

⑤ 観光・インバウンド



オーバーツーリズムの未然防止・抑制をはじめとする観光地の受入環境整備の促進 令和8年度予算額
10，000百万円

5-1
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地方誘客促進に向けたインバウンド安全・安心対策推進事業

5-2

38



全国の観光地・観光産業における観光DX推進事業 令和７年度補正要求額
１，２００百万円

5-3
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No 事業名 ページ

6-1 【農業生産基盤情報通信環境整備事業】 40

6-2 【鳥獣被害防止総合対策交付金】・鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進 41～45

⑥ 農林水産



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．計画策定事業

① 計画策定支援事業
情報通信環境に係る調査、計画策定に係る取組を支援

します。また、情報通信分野の知見を持つ人材を育成する
取組を支援します。

② 計画策定促進事業
事業を進める中で生じる諸課題の解決に向けたサポート、
ノウハウの横展開等を行う民間団体の活動を支援します。

２．施設整備事業
① 農業水利施設等の管理の省力化・高度化やスマート農
業の実装に必要な光ファイバ、無線基地局等の情報通信
施設及び附帯設備の整備を支援します。

② ①の情報通信施設を地域活性化に有効活用するための
附帯設備の整備を支援します。

【実施要件】
・事業実施計画を策定していること（１、２の事業）
・総事業費200万円以上 等（２の事業）

＜対策のポイント＞
農業者が減少する中、生産性の向上、生産コストの低減に向け、農業水利施設等の管理の省力化・高度化やスマート農業の実装を推進するとともに、地
域活性化を促進するため、農村地域における情報通信環境の整備を支援します。

＜事業目標＞
情報通信環境の整備に取り組む地区（約100地区［令和11年度まで］）

＜事業の流れ＞

国
都道府県

市町村等

定額
民間団体

定額、1/2等

（１②の事業）

（１①、２の事業）

（１①、２の事業）

無線基地局。地域の取組内容に応じ
て適切な通信規格（LPWA、BWA、
Wi-Fi、ローカル5G等）を選定。

光ファイバ 無線基地局

情
報
通
信
施
設

排水機場

頭首工

鳥獣罠
センサー

公衆無線LAN

ため池 ドローン
農業用ダム

選果場

居住エリア

自動給水栓

自宅から農地を
監視

事務所から施設を
監視・制御

農作業
体験施設

（情報通信施設の活用例）
農業水利施設等の管理の省力化・高度化に関する利用

地域活性化に関する利用スマート農業の実装に関する利用

光ファイバ

マルチセンサー
（気温、湿度等）

監視カメラ水位センサー

農機の
自動操舵

ハウス
環境計測

RTK-GNSS基準局

農業生産基盤情報通信環境整備事業

農業集落排水

○ 計画策定支援事業を活用し、地域一体と
なって事業を推進する取組体制を構築。

○ 国営事業によるほ場整備と併せて、無線基
地局を整備し、農機の自動操舵のための
RTK-GNSS基準局、自動給水栓等を導入
予定。

― 事業活用事例（A地区）―

令和８年度予算概算決定額 655百万円（前年度 － ）
〔令和７年度補正予算額 220百万円〕

［お問い合わせ先］ 農村振興局地域整備課 （03-6744-2209）40

陵司 川辺
スタンプ



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
① 鳥獣被害防止総合支援事業

シカやイノシシ、サル、クマ、鳥類等への対応など「被害防止計画」に基づく地域ぐ
るみの取組や人材育成、侵入防止柵の省力的な管理、ジビエ利用拡大等を支援
します。

② 鳥獣被害防止都道府県活動支援事業、都道府県広域捕獲活動支援事業
都道府県が主導して行う鳥獣被害防止対策、広域捕獲に係る取組等を支援し

ます。
③ 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業

被害を及ぼす野生鳥獣の捕獲活動に係る取組を支援します。
④ 鳥獣被害対策基盤支援事業、全国ジビエプロモーション事業

被害対策推進のための人材育成、ジビエ利用推進のためのハンターや処理加工
施設向けの研修、ペットフードへの利用促進、消費拡大に向けた情報発信等を支援
します。

⑤ シカ・クマ特別対策等事業
シカの集中捕獲や、クマの捕獲対策等を体制整備と併せて支援します。

⑥ スマート捕獲等普及加速化事業
スマート鳥獣害対策と農地周辺での加害性の高い個体の重点的な捕獲対策

等を行うモデル地区の整備・横展開を支援します。

＜対策のポイント＞
農作物被害のみならず農山漁村での生活に影響を与えるシカ・イノシシ・クマ等による鳥獣被害の防止のため、広域的で効果的・効率的な鳥獣被害対策や
ジビエ利用拡大への取組等を支援します。

＜事業目標＞
○ 野生鳥獣による農作物被害の総産出額に対する割合（0.24%（被害額：140億円）［令和11年度まで］）
○ 捕獲鳥獣のジビエ利用量（4,000t［令和11年度まで］）

都道府県 地域協議会等
定額、1/2等

民間団体等（民間企業、一般社団法人を含む）

（①、③、⑤、⑥
の事業）

（④の事業）

国 都道府県
定額

（②、⑤、⑥の事業）

＜事業の流れ＞ 交付

定額

令和８年度予算概算決定額 9,900百万円（前年度 9,900百万円）
〔令和７年度補正予算額 6,800百万円〕

〔総合的な鳥獣対策・ジビエ利用推進への支援〕

捕獲活動経費の
支援

刈り払い等による
生息環境管理

処理加工施設等
における人材育成

侵入防止柵の設置や
捕獲機材の導入

新たなジビエ商品
の開発

クマの被害対策に係る
総合的な取組を支援 対クマ電気柵補強

(トリップライン)クマ捕獲の強化 強固な侵入防止柵

〔クマ対策の取組〕

〔鳥獣対策の取組〕 〔ジビエ利用推進の取組〕
① 捕獲から消費まで各段階の取組を推進
ジビエ利用の拡大に向け、ジビエ施設への搬入から消
費の各段階での取組を推進

② 国産ジビエ認証の取得推進
全国での国産ジビエ認証の取得に向けた取組を推進

① スマート捕獲等の普及の加速化
ICT等を活用した、被害情報等を踏まえた農地
周辺の加害性の高い個体の重点的な捕獲を支援

重点捕獲

センサーカメラ

●REC

加害 出没

② 侵入防止柵の省力的な管理の推進
見回り負担の軽減等、省力的な維持管理に資する

ICT機器や資材等の導入を支援

防草効果のある
通電性向上舗装

電気柵
監視システム電気柵

‐

ジビエハンター
研修の実施

処理加工施設等
の整備

（捕獲段階）（処理・加工段階） （流通・消費段階）

観光等新たな
需要喚起

未利用部位の
ペットフード利用

認証制度の普及・定着化全国の処理加工施設を認証

鳥獣被害防止総合対策交付金

［お問い合わせ先］農村振興局鳥獣対策・農村環境課（03-3591-4958）

クマ撃退スプレー

41

陵司 川辺
スタンプ



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．事業内容

ICT等の新技術を総動員して、以下のようなスマート鳥獣害対策のモデル地区を
整備し、技術の実証（３年以内）を行い、横展開を図る。
・捕獲：ICTわな、捕獲確認アプリ等を活用した効率的な捕獲の実施 等
・追払い：GPSの位置情報に基づく追払い、ドローンによる自動での追払いの実施

等
・集落点検：SNSを活用した地域ぐるみでの集落点検体制の構築、電気柵監視シ

ステム等を活用した効率的な柵管理等の実施 等

２．補助率
・定額（上限1,200万円※/地区）
※事業内容等に応じて設定

３．事業主体
・都道府県、地域協議会

４．採択要件
・モデル地区は自らの被害対策に係るノウハウについて、成果の公表や視察の受け
入れ、他の自治体への現場指導等による横展開を図ること。
・ICT等の活用で得られたデータは、事業実施主体に集約すること。

５．事業の流れ

近隣集落

現地指導

近隣市町村 モデル地区

展示実施・視察

スマート捕獲等普及加速化事業のうち
ICTフル活用型（R7～継続分）

＜対策の概要＞
○ 農村部の高齢化や人口減少が進む中、鳥獣対策を効果的に進めていくためには、ICTの導入を加速化し、捕獲者の経験や勘のみに頼らない、

データに基づく被害対策を進める必要。
○ このため、複数のICT機器等を活用した被害対策の実証を行うモデル地区を整備し、優良事例を磨き上げるとともに、モデル地区が自らの取組を他

地域へと横展開することで、ICTを活用した被害対策の普及を強力に推進する。

モデル地区でのスマート鳥獣害対策の実証を支援（３年以内）

捕獲 追払い 集落点検

捕獲確認
アプリ

わな監視
システム

→見回り省力化、データを
活用した効果的な捕獲 →早期かつ省力的な追払い →対策状況の把握・点検

電気柵
監視システムドローンGPS SNS

成果公表

磨き上げたモデル地区が周辺の集落や市町村に対して、ICT機器の横展開支援も行うことで、
ICT機器の普及を強力に促進

都道府県
交付・定額

国

都道府県 地域協議会
交付 定額
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．事業内容
シカ・イノシシの捕獲対策として、ICT（センサーカメラやGIS等）を活用し、農
地周辺での加害個体の重点的な捕獲を実施するモデル地区を整備・実証
（２年以内）し、全国展開を図る。

２．補助率
・定額（上限600万円/地区）

３．事業主体
・都道府県、地域協議会

４．採択要件
・モデル地区は事業成果について、都道府県と連携し、成果公表や他の自治
体への現場指導等による横展開を図ること。
・捕獲場所を含むICT等の活用で得られたデータは、事業実施主体に集約す
ること。
・対策の実施による被害防止効果を確認・点検すること。
・行政主導の体制の下、侵入防止柵の整備や生息環境管理の実施等、捕
獲以外も含めた基本的な対策が実施されていること。

５．事業の流れ

スマート捕獲等普及加速化事業のうち
加害個体重点捕獲型（R8拡充）

＜対策の概要＞
○ 捕獲強化を推進する中で、特に捕獲者の高齢化・減少が著しい地域では、今後、現在の捕獲数を維持していくことが困難になることが想定。
○ このような中で、農業被害の防止に向けては、農地・集落周辺において、現に被害を及ぼしている加害個体を優先的に捕獲することが重要。
○ このため、ICT等を活用し、被害場所や移動経路等の情報を踏まえ、加害個体の捕獲を重点的に行うモデル事業を実施し、より被害防止効

果の高い捕獲体制の構築・普及を図る。

都道府県
交付・定額

国

都道府県 地域協議会
交付 定額

データに基づき
議論

報告ではなく
位置データで確認

変化を感覚ではく
映像データで確認・評価

専門的知見に基づく推測ではな
く、映像データで確認

幅広いエリアでの捕獲から、加害個体情報（数や侵入地点）を特定した上での重点的
な捕獲・その後の効果確認までのPDCAの実施により、被害防止効果を向上

捕獲エリア
目撃情報

被害情報

加害 出没

センサーカメラ
●REC

捕獲

【具体的なPDCAプロセスのイメージ】

P D AC

被
害
・出
没
情
報
入
手

現
場
観
察
・

セ
ン
サ
ー
カ
メ
ラ
設
置

加
害
個
体
の
確
定

わ
な
設
置
・管
理

捕
獲

セ
ン
サ
ー
カ
メ
ラ
に
よ
る

被
害
地
の
出
没
変
化
確
認

被
害
継
続

被
害
ゼ
ロ

捕
獲
場
所
を
G
P
S

（
ア
プ
リ
等
）
で
確
認

G
I
S
に
情
報
を
整

理
し
、
捕
獲
場
所
を
関

係
者
で
合
意

防
除
継
続
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農地周辺での加害個体捕獲の手法

○ 現に被害を発生させている加害個体の捕獲こそが被害の防止に極めて重要であるが、罠の設置など捕獲自体に係る技能のほか痕
跡の発見から獣種の特定、侵入経路の把握等にも専門的知見を要するため、横展開が困難。
○ こうした「推測から得られる情報」を「可視情報」としてのデータで扱うことで、多くの者が取り組める対策として横展開を図る。

捕獲者自らの知識や経験・勘により、鳥獣の痕跡等の情報か
ら加害個体を特定し、移動経路や行動圏内にわなを設置
⇒個人の専門能力に依存しており、横展開が困難

獣道

わな

わな

熟練捕獲者

被害エリア

加害個体の行動圏
（イノシシの場合200m程度との調査事例も）

農
地

柵

林
地

緩衝帯

奥
山

技
術
の
活
用
に
よ
り
、

対
策
の
再
現
性
を
向
上獣道等の痕跡※

柵の侵入箇所

被害防止効果の高い加害個体捕獲 モデル事業（R8～）

普段見えない野生鳥獣に対し、カメラ（映像）やGPS（位置情
報）から可視情報としてのデータを取得し活用することで、
・感覚的・曖昧な報告を防ぎつつ、「経験則」ではない「事実」に基
づく対策を可能とするとともに、
・データを蓄積・分析することで更に他地域への横展開を図る

①センサーカメラでの映像取得
（獣種、侵入地点、捕獲後の変化等）

②GISへ被害発生場所や目撃情報を
集約・可視化し、捕獲場所を検討

③箱罠等で誘因し捕獲
捕獲位置はGPS情報で報告・確認

対策前 対策後

④捕獲による効果をその後の
被害・目撃情報の変化で確認

横展開 関係者間で合意形成・実行

集
約
・
検
討

評
価

捕れば被害に直結
（収穫期の夏に罠で捕獲）

捕れば将来的な
被害リスク低減に寄与
（捕りやすい冬に捕獲）

※写真：くくり罠による効果的なイノシシ捕獲の手引書（新潟県鳥獣被害対策支援センター） 44



更に発展的な取組

○ 地域における捕獲者の高齢化・減少が進んでいく中で、加害個体の捕獲を進めていくにあたっては、ほ場レベルでの被害の把握、柵
の整備箇所、捕獲者毎の年齢・捕獲数や、農地ごとの守るべき期間、等の情報を活用することで更に効果的な戦力配置が可能。
○ モデル事業においては、こうした取組を行う地区を優先的に採択。

○農作物の栽培スケジュールと被害件数の一例（北海道）
・作物別の収穫期等、守るべき期間内の加害個体の捕獲を検討

＜データの把握・可視化＞

＜データの活用＞

○ほ場レベルでの被害の把握・可視化（兵庫県）
・被害状況を把握し、対策の実施による被害軽減効果の把握

○捕獲者個人ごとの捕獲数の整理
・地域における捕獲能力を明らかにした上で、人材配置や確保策を検討

Ａ県Ｂ市

各捕獲者

○柵の整備状況の可視化（宮城県）
・侵入防止柵の整備箇所等を踏まえた対策の検討

45



No 事業名 ページ

7-1
【地域デジタル人材育成・確保推進事業】
・マナビDX（デラックス）

46

⑦ 教育



社内研修にも
活用できる

想定
利用者

【関連URL】https://manabi-dx.ipa.go.jp/
【問い合わせ】情報処理推進機構（IPA）デジタル人材センター 人材スキルプロモーション部 https://manabi-dx-enquete.ipa.go.jp/form/pub/manabidx/portal_inquiry

活用メリット

無料講座が多い

社内のデジタル人材
育成につながる

概要

マナビDX（デラックス）は、デジタルに関する知識・スキルを身につけることができるポータルサイト。
これまでデジタルスキルを学ぶ機会が無かった方から、さらに実践的なデジタル知識・スキルを身につけたい
方まで、誰でもデジタルスキルを学ぶことのできる講座（※）を紹介。
※デジタルスキル標準などのスキル標準への対応を経済産業省・IPAが審査し、合格した講座のみを掲載

シーン デジタル知識・スキルを習得したい。社内のデジタル人材を増やしたい。

企業の経営者・DX担当者
支援機関・金融機関 等

学びのポイントマナビDXについて

【Point1】デジタルに関連する知識・スキルの習得に向
けて学習したい講座を探してみる

【Point2】ソーシャルアカウントでログインし、気にな
る講座・受講したい講座を記録する

【Point3】デジタル人材に関する世の中の情報を収集し
てみる

【Point4】更なる自己研鑽に向けて学び続けよう

7-1
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No 事業名 ページ

8-1 実践的サイバー防御演習（CYDER） 47～50

8-2 サイバーセキュリティお助け隊 51

⑧ セキュリティ



我が国のサイバー対処能力強化に向けた人材育成の推進

令和８年度予算額（案） 1,549百万円 （新規）
（令和７年度補正予算額 1,490百万円）

（事業主体） 国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）
（事業スキーム）   補助事業
（補助対象）  機器購入費、環境構築費、運営費
（補助率） 定額補助
（計画年度）    令和８年度～令和12年度

①実践的なサイバー攻撃対処人材の育成

• 国や地方公共団体、重要インフラ事業者等を対象
に実践的サイバー防御演習（CYDER）を実施
し、巧妙化・複雑化するサイバー攻撃に対処可能
な人材の育成を推進

• また、サイバーセキュリティ演習に必要となる
基盤（仮想環境、演習教材等）を大学、民間企業
等へ開放し、社会全体でのセキュリティ人材の
育成を推進

②国産セキュリティ技術開発人材の育成

• 若手 ICT人材を対象とした通年の研究指導
プログラム（SecHack365）を通じて、革新的な国産
セキュリティ技術の開発を担う人材の育成を推進

実践的なサイバー攻撃対処人材の育成

国産セキュリティ技術開発人材の育成

実際の組織を模した環境を
演習専用環境として運用

機材・データを使用して
本番同様の作業を実施

専門の指導員による補助

Web
サーバ

FW

インターネット

DMZ

DNS
サーバ

※業務用ネットワーク内からイ
ンターネットへのHTTP通信は
本プロキシサーバを経由する

※遮断通信のみ
ログ出力

※業務用ネットワーク
内の端末はDHCPによ
って動的にIPアドレス
が割り当てられる

プロキシ
サーバ

FWFWFW

ファイル
サーバ

無害化
サーバ

端末 端末

端末 端末

研究開発環境

端末

端末

業務用ネットワーク基幹系ネットワーク研究開発用ネットワーク

閉域ネットワーク閉域ネットワーク

AD
サーバ

メール
サーバ

DHCP
サーバ

各課のセグメント

研究データ
サーバ

端末

端末

端末

受発注管
理サーバ

Aソリューション(株)の運用支援範囲

SOC
監視対象

擬似
攻撃者 イ

ン
シ
デ
ン
ト
対
処
人
材
の
育
成

演習基盤を産学官に開放、分野別演習を開発

 巧妙化・複雑化するサイバー攻撃に対して我が国のサイバー対処能力を強化するため、国立研究開発
法人情報通信研究機構（NICT）の「ナショナルサイバートレーニングセンター」を通じて、NICTの有する
知見を活用した、実践的なセキュリティ人材の育成を推進。
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実践的サイバー防御演習「CYDER」

本番同様の
データを

使用した演習

専門指導員
による補助

チーム内での
議論を通じた
相互理解

 総務省は、2017年度から、NICTにおいて、国の機関、指定法人、独立行政法人、地方公共団体及び重要イン
フラ事業者等の情報システム担当者等を対象とした体験型の実践的サイバー防御演習(CYDER)を実施。

 受講者は、チーム単位で演習に参加。組織のネットワーク環境を模した大規模仮想LAN環境下で、実機の操作
を伴って、外部のセキュリティ事業者の支援を受けることを前提としてサイバー攻撃によるインシデントの検知から対応、
報告、回復までの一連の対処方法を体験。

 全都道府県において、年間100回・計3,000名規模で実施(集合コース)。2024年度は106回・4,225名が受講。
※ H29年度:100回・3,009名、H30年度:107回・2,666名、R元年度:105回・3,090名、R2年度:106回・2,648名、R3年度: 105回・2,454名、R4年度: 108回・3,327名、 R5年度: 110回・3,742名、R6年度: 106回・4,225人

演習のイメージ
我が国唯一の情報通信に関す
る公的研究機関であるNICT
が有する最新のサイバー攻撃
情報を活用し、実際に起こりう
るサイバー攻撃事例を再現した
最新の演習シナリオを用意。

Web
サーバ

FW

インターネット

DMZ

DNS
サーバ

※業務用ネットワーク内からイ
ンターネットへのHTTP通信は
本プロキシサーバを経由する

※遮断通信のみ
ログ出力

※業務用ネットワーク
内の端末はDHCPによ
って動的にIPアドレス
が割り当てられる

プロキシ
サーバ

FWFWFW

ファイル
サーバ

無害化
サーバ

端末 端末

端末 端末

研究開発環境

端末

端末

業務用ネットワーク基幹系ネットワーク研究開発用ネットワーク

閉域ネットワーク閉域ネットワーク

AD
サーバ

メール
サーバ

DHCP
サーバ

各課のセグメント

研究データ
サーバ

端末

端末

端末

受発注管
理サーバ

Aソリューション(株)の運用支援範囲

SOC
監視対象

擬似
攻撃者

イ
ン
シ
デ
ン
ト
（
事
案
）

対
処
能
力
の
向
上

企業・自治体の
社内LANや端末
を再現した環境
で演習を実施

受講チームごとに
独立した演習
環境を構築

北陸StarBED技術センターの
大規模高性能サーバ群を活用

2025年度の実施状況
コース名 実施方法 レベル 受講想定者（習得内容） 受講想定組織 実施地 実施回数 実施期間

CYDER

A

集合形式

初級 システムに携わり始めた者
(事案発生時の対応の流れ) 全組織共通 ４７都道府県 ７８回 ７月～翌年１月

B-1 中級 システム管理者・運用者
(主体的な事案対応・ｾｷｭﾘﾃｨ管理)

地方公共団体 全国８地域 １０回 10月～11月
B-2 地方公共団体以外 東京・大阪・名古屋 １３回 翌年１月
C 準上級 セキュリティ専門担当者

(初動分析を含む主体的な事案対応) 全組織共通 東京・大阪 ５回 11月～翌年１月

プレCYDER オンライン
形式 - 全ての情報システム担当者

(最低限必要となる知識の習得と最新化) 全組織共通 （受講者職場等） -
1期：５月～８月
2期：９月～11月

3期：11月～翌年１月48



CYDER各コースの概要（2026年度予定）

プレCYDER
 対象は全ての情報システム担当者等。オンライン形式で実施。所要2～3時間。
 サイバー攻撃の仕組みやインシデント対応の概要を、講義ビデオで学習。
 最新の事例に基づくケーススタディを通じて、インシデント対応の「共通言語」となる必須知識の一部を学習・最新化。

CYDER集合コース（Aコース～Cコース）
 対象は、各コースが提供する知識・スキルレベルを必要とする情報システム担当者等。所要1日間（Cコー

スは2日間）。
 各コースのレベルに応じて、インシデントの発生から解決までの対応の流れを、対面講義、実機の操作によるハンズオン、

他の参加者とのグループディスカッションで学習。
 2026年度より、地方公共団体向けB-1コースと国・重要インフラ向けB-2コースを統合し、Bコースとして実施。
 「各組織のCSIRT（又は相当組織）から、毎年度、少なくとも1名がCYDER集合コースを受講すること」が理想。

CYDERオンライン実践コース
 学習内容はCYDER Bコース相当を想定。オンライン形式で実施。所要1日間。
 オンライン形式で集合形式と同等の演習効果を挙げるべく試行中。

引き続き試行

インシデント対応の
現場で実際に活用す
る、実践的な知識・
スキルの習得と強化

インシデント対応の
「共通言語」となる
必須知識の一部の
学習・最新化

49



CYDER受講料の見直し（2025年度→2026年度）

所属組織 Aコース（初級）
＜１日間＞

Bコース（中級）
＜１日間＞

Cコース（準上級）
＜２日間＞

国の機関等 無料 無料 無料

地方公共団体 無料

77,000円/人
→19,250円/人（※）

地方公共団体の公益性を
勘案し、民間企業の半額

121,000円/人
→38,500円/人

地方公共団体の公益性を
勘案し、民間企業の半額

民間企業等
77,000円/人
→38,500円/人

77,000円/人
→38,500円/人

121,000円/人
→77,000円/人

※ オンライン受講演習については、引き続き、実証と位置付けて無料

50



安価であり、IT導入
補助金を活用できる

想定
利用者

【関連URL】 https://www.ipa.go.jp/security/otasuketai-pr/
【問い合わせ】情報処理推進機構（IPA）セキュリティセンター 電話：03-5978-7508 Eメール：isec-otasuketai＠ipa.go.jp

活用メリット

ワンパッケージな
セキュリティ対策

もしもの際の駆付けや
保険が心強い

概要

中小企業に対するサイバー攻撃への対処として不可欠なサービスをワンパッケージにまとめた、民間の事業者
から安価で提供されるサービス。中小企業向けセキュリティサービスが満たすべき基準を設定し、2021年春よ
り開始。同基準を充足するサービスに「お助け隊マーク」を付与し、普及の促進活動を実施。また、「サイ
バーセキュリティお助け隊サービス」のサービス利用料は、「IT導入補助金」の支援対象となる。

シーン 専門家にお願いして「安価に」「全般的に」セキュリティ対策したい

企業の経営者・IT担当者
支援機関・金融機関 等

8-2
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No 事業名 ページ

9-1 適正な労務管理下におけるテレワークの導入・定着の推進 52～53

⑨ テレワーク



●テレワーク勤務に関する制度を規定した就業規則等を整備し
た事業主であること。

●企業トップ等からのメッセージ発信を行うなど、労働者がテレ
ワークを実施しやすい職場風土作りの取り組みを行う事業主
であること。

●テレワークに取り組む者として事業主が指定した対象労働者
のテレワーク実績が所定の要件を満たすこと。

など

支給額

➊ 制度導入助成

中小企業事業主の皆さまへ

人材確保等支援助成金 （テレワークコース）のご案内

都道府県労働局・ハローワーク

※実施を拡大する場合は、上記に加え、評価期間の延べテレワーク実施
回数を評価期間前３か月と比べて25％以上増加させる必要があり
ます。

●制度導入助成を受けた事業主であること

●制度導入後の離職率が、制度導入前離職率以下となってい
ること

●制度導入後離職率が30％以下となっている事業主であるこ
と

●評価期間（目標達成助成）におけるテレワーク実績が評価期
間（制度導入助成）における実績以上であること

など

２0万円

10万円
＜15万円＞
※＜ ＞内は賃金要件を満た
した場合に適用されます。

助成の対象となる取り組み

●労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作り

●就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更

●外部専門家によるコンサルティング

●労務管理担当者に対する研修 ●労働者に対する研修

⚫ 使用者が適切に労務管理を行いながら、労働者が安心して働くことのできる形で良質なテレワーク
を推進し、定着させていくことができるよう、厚生労働省では「テレワークの適切な導入及び実施の
推進のためのガイドライン」を策定しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html

⚫ テレワークの導入に当たっては、セキュリティへの配慮も必要です。テレワークセキュリティガイドラ
イン（総務省）などもご参照ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework/index.htm

テレワークは、生産性向上、人材確保、エンゲージメントやワークライフバランスなど、企業に
とっても労働者にとっても多岐にわたるメリットがあります。

テレワークを制度として導入・実施することで、人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげ

た中小企業事業主（※）を支援します。

要

件

要

件

支給額

LL070701雇12

※テレワーク勤務を、既に導入済みで実施を拡大する事業主も対象となります！！

令和７年４月１日から制度をより使いやすく改正しました。

➋ 目標達成助成
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陵司 川辺
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評価期間（制度導入助成）においてテレワークを実施

申請の流れ

助成金の支給要件や申請方法等の詳細については、厚生労働省ウェブサイトをご確認いただくか、最寄り

の都道府県労働局雇用環境・均等部（室）へお問い合わせください。

詳細は人材確保等支援助成金（テレワークコース）支給要領、申請マニュアルをご確認ください。

テレワーク勤務制度に関する規程整備（※１）やテレワークを可能とする取り組み（※２）
を行ってから、３か月間の評価期間（制度導入助成）を開始し、テレワークを実施する。

評価期間（制度導入助成）終了後２か月以内に、必要書類を揃え、事業所を管轄す

る都道府県労働局へ提出する。

評価期間（目標達成助成）終了後２か月以内に、必要書類を揃え、事業所を管轄する

都道府県労働局へ提出する。

人材確保等支援助成金 検 索

ステップ1

評価期間（制度導入助成）の初日から12か月後に、３か月間の評価期間（目標達

成助成）を開始し、離職率の低下や、テレワークの実施回数を確認しながらテレ

ワークを実施する。

助成金の電子申請に関する詳細は

「助成金ポータル」をご覧ください
助成金に関する情報は

こちらのウェブサイトを

ご覧ください※利用するためにはGビズ IDの取得が必要です

支給申請書（制度導入助成）の提出ステップ2

評価期間（目標達成助成）においてテレワークを実施ステップ3

支給申請書（目標達成助成）の提出ステップ4

※テレワーク勤務の対象者やテレワークを実施した労働者に適用する取り扱いが、その他の労働者に
適用する取り扱いと同一である場合、その旨を就業規則等に明示的に規定すればよいものとする。

※１ テレワーク勤務制度について規定すべき事項

※２ テレワークを可能とする取組

新規導入事業主は①（必須）及び③～⑤のいずれか１つ以上（選択）
実施拡大事業主は①（必須）及び②～⑤のいずれか１つ以上（選択）

① 労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取り組み

② 就業規則等の拡充

③ 外部専門家によるコンサルティング

④ 労務管理担当者に対する研修 ⑤労働者に対する研修

① テレワークの定義、テレワーク勤務の対象者の範囲、テレワーク勤務を行う際
の手続き、テレワーク勤務を行う際の留意事項に関する規定。

② テレワーク勤務の対象者やテレワークを実施した労働者に適用する労働時間、
人事評価、人材育成、費用負担、手当に関する取り扱いが、その他の労働者に
適用する取り扱いと異なる場合、その取扱いに関する規定。

※コンサルティング、研修等は機器の使い方等の説明ではなく、「テレワークの適切な導入及び
実施の推進のためのガイドライン」を踏まえた内容である必要があります。
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No 事業名 ページ

10-1 革新的情報通信技術（Beyond 5G（6G））基金事業 54

10-2
電波資源拡大のための研究開発
持続可能な電波有効利用のための基盤技術研究開発事業（FORWARD）

55

10-3 スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業 56

⑩ 研究開発



革新的情報通信技術（Beyond 5G（6G））基金事業
（電波法第103条の２第４項第３号に規定する事務）

（２）事業の概要

①社会実装・海外展開志向型戦略的プログラム
我が国が強みを有する技術分野を中心として、社会実装・海外展開に向け、一定期間内に
TRL※1を一定の水準※２に到達させることを目指す研究開発

②要素技術・シーズ創出型プログラム
プロジェクトの開始時点でTRL１～３に該当する技術であって、社会実装まで一定の期間を
要し、中長期的視点で取り組む要素技術の確立や技術シーズの創出のための研究開発

③電波有効利用研究開発プログラム
電波法第103条の２第４項第３号に規定する電波の有効利用に資する技術の研究開発

④国際標準化活動支援
社会実装・海外展開志向型戦略的プログラムの実施者による戦略的な国際標準化活動に
対する旅費や専門人材の人件費等の支援

Beyond 5Gの実現に求められる性能・技術の確立や社会動向・国内外の情勢を踏まえ、
以下のプログラムに基づき、革新的な情報通信技術に係る研究開発等を推進。

（３）事業のスキーム
※1 TRL: Technology Readiness Level（技術成熟度）
※2 ４年以内にTRLが概ね6、５年以内にTRLが概ね7など

（１）Beyond 5Gの全体像

（事業主体） NICT（情報通信研究開発基金）
（事業スキーム）   NICTの基金により、同機関から民間企業・大学等へ助成／委託を実施
（計画年度） 令和４年度～

令和８年度予算額（案） 11,500百万円（電波利用料財源）
(令和７年度予算額 15,000百万円（電波利用料財源）
令和７年度補正予算額 23,900百万円（うち、電波利用料財源9,500百万円） ）

 2030年代の導入が見込まれる次世代情報通信インフラBeyond 5Gについて、国際競争力の強化や経済
安全保障の確保を図るため、我が国発の技術を確立し、社会実装や海外展開を目指す。

 国立研究開発法人 情報通信研究機構（NICT）に設置された研究開発基金を活用し、Beyond 5Gの重点
技術等について、民間企業や大学等による研究開発・国際標準化を支援する。
 ※電波利用料財源による予算については、電波の有効利用に資する技術の研究開発に充てる。

10-1

 
 
54



持続可能な電波有効利用のための基盤技術研究開発事業（FORWARD）
 ワイヤレスサービスの可能性を最大限発揮し、生活やビジネスを創造性と多様性に満ちたものに変革するためには、電波の更なる有効利用を促進しつつ、
地域に存在する課題やニーズに対応可能なワイヤレスシステムを活用したデジタル基盤整備を構築することが必要。

 このような状況を踏まえ、(1)電波の有効利用を持続可能なものとするための基盤となる電波有効利用技術の研究開発や、(2)電波の有効利用を前提とし
た地域課題解決のための技術に関する研究開発を行い、無線設備の技術基準策定やワイヤレスシステムへの実装等につなげることにより、ワイヤレストランス
フォーメーション（WX）の推進等に寄与。

• 提案公募型研究開発・競争的研究費制度
• 電波利用料を財源とする委託事業

事業の概要

公募対象研究開発課題

応募要件

•日本国内の研究機関に所属し、日本国内で研究開発を行うことができる
e-Radに登録済みの研究者

•研究開発期間を通じて日本国内の研究機関に在籍し、研究開発終了ま
で責任をもって実施できる研究者

•研究者の所属機関が本事業への提案を了承し、かつ、経理事務担当者・
契約事務担当者を配置すること

•研究者単独でも複数の研究者による共同研究でも可。ただし、共同研究
の場合には、上記要件をすべての研究者が満たすこと。 等

スケジュール

令和８年度分の大まかなスケジュール（予定）は次のとおり。
令和８年１月９日             公募開始

２月20日 公募締切
 ２月～６月 締切後、採択評価

６月下旬 採択評価結果確定、報道発表
８月 委託契約締結、研究開発開始

令和９年２月～３月 継続評価

10-2

 部門の設定：研究開発内容に応じて次の２つの部門を設定

 研究開発期間：最長４年度（１～４年度の間で提案者が設定可）

• 電波有効利用基盤技術部門
持続可能な電波の有効利用実現のため、電波の有効利用を促進する基盤技術の
研究開発を行う課題

• 地域電波有効利用促進技術部門（全国共通）
地域課題の解決や地域ニーズに対応するため、電波の有効利用を促進する技術
を用いたワイヤレスシステムの活用によるデジタルインフラを整備・運用する際に必要
となる技術の研究開発課題
• 地域電波有効利用促進技術部門（地方独自）
各地方における喫緊の地域課題の解決や地域ニーズに対応するため、ワ
イヤレスシステムの活用によるデジタルインフラを整備・運用する際に
必要となる技術の研究開発を行う課題
令和8年度は、四国総合通信局及び九州総合通信局において、独自課題
を設け募集。

※直接経費に加え、直接経費の30%を上限とする間接経費を別途配分可。
※額については、契約締結時に研究機関の間接経費率を確認し、間接経費の最大金額を確定。

 研究開発経費（直接経費・消費税込み）
１年度目及び２年度目：最大1,000万円／年度
３年度目及び４年度目：最大3,000万円／年度
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令和７年度補正予算額 550百万円、令和８年度予算額（案） 270百万円
（令和６年度補正予算額 300百万円、令和７年度予算額 300百万円）

＜事業概要＞

対象： スタートアップ等
事業スキーム：   研究開発（補助）、調査研究（請負）
対象経費：  人件費、機器購入費等の研究開発に係る経費
補助率：  10/10
計画年度：      令和５年度～令和９年度

 起業又は事業拡大を目指すICT分野のスタートアップ等に対する研究開発費支援や、事業化に向けた伴走支援を通じて、
スタートアップの創出・育成を促進する。

 令和８年度事業においては、オープンイノベーションの実施等を通じて今後大きな成長が期待されるスタートアップ等を対象に、
重点的な研究開発費支援（フェーズ１：最大500万円、フェーズ２：最大3,000万円）及び事業化に向けた伴走支援を
実施する新たな枠組みを創設し、スタートアップの成長を加速させる。

フェーズ 1
(PoC・F/S)

フェーズ 2
(実用化開発)

フェーズ 3
(事業化準備等)

出口市場
(公共調達等)

最大300万円
（最大500万円（※））

最大2,000万円
（最大3,000万円（※）） 民間資金支援 自律的な

事業運営へ

芽出しの研究開発から事業化まで一気通貫での伴走支援

＜知財活用サポート＞ ＜イベント参加サポート＞＜社会実装サポート＞ ＜事務処理サポート＞ ＜協業に関するサポート＞

（※）オープンイノベーション等の実施時

スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業10-3
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掲載内容は随時改訂される場合がございます。
事業の詳細、公募期間につきましては、
各担当省庁のホームページ等でご確認下さい。

中国地域におけるSociety5.0の実現に向けた連携・協力会
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